
欧
州
政
治
共
同
体
条
約
を
め
ぐ
る
ト
ラ
ン
ス
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ー
統
一
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
委
員
会
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動

欧州政治共同体条約をめぐるトランスアトランティック・ネットワーク（高津）

高

津

智

子

門
要
約
】
　
本
稿
は
「
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
」
と
呼
ば
れ
る
欧
州
政
治
共
同
体
条
約
の
非
公
式
な
草
案
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
第
二
次

世
界
大
戦
後
か
ら
一
九
五
〇
年
代
中
頃
ま
で
の
欧
州
統
合
の
成
立
期
を
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
視
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
考
察
対
象
と

な
る
の
は
、
西
欧
を
灯
心
に
活
動
を
展
開
し
た
統
合
推
進
団
体
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
」
と
ア
メ
リ
カ
政
府
関
連
組
織
「
統
一
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
委

員
会
」
と
い
う
二
つ
の
組
織
の
間
の
ト
ラ
ン
ス
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
条
約
の
草
案
起
草
プ
ロ
セ
ス

に
非
公
式
に
関
与
す
る
こ
と
を
目
的
に
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
歌
究
委
員
会
偏
を
設
立
す
る
。
ア
メ
リ
カ
が
提
供
し
た
学
術
的
な
援
助
の
も
と
、
研
究
委
員

会
で
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
の
法
律
専
門
家
に
よ
り
連
邦
主
義
的
な
統
合
構
想
に
も
と
づ
い
た
独
自
の
条
約
案
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
条
約
案
は

実
際
の
条
約
草
案
起
草
を
担
っ
た
組
織
に
お
い
て
基
礎
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
、
非
公
式
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
九
八
巻
五
号
　
二
〇
㎜
五
年
九
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
は
、
欧
州
統
合
の
成
立
期
と
呼
ば
れ
る
第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
一
九
五
〇
年
代
中
頃
ま
で
の
期
間
を
、
近
年
着
臼
さ
れ
つ
つ
あ
る
ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
・
ナ
ル
な
視
点
に
も
と
づ
い
て
再
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
今
日
の
E
u
の
原
型
が
誕
生
し
た
・
の
時
期
は
、
超
国
家
的
な
圃

政
治
統
合
構
想
が
放
棄
さ
れ
て
経
済
統
合
へ
の
道
筋
が
確
定
し
た
時
期
だ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
・
西
ド
イ
ツ
・
イ
タ
リ
ア
・
ベ
ネ
ル
ク
ス
諸
国
の
　
6
7



六
ヵ
国
に
よ
っ
て
一
九
五
二
年
に
設
立
さ
れ
た
欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
（
］
円
¢
民
O
O
①
僧
P
　
O
O
鋤
一
　
曽
P
α
　
ω
け
①
Φ
一
　
〇
〇
ヨ
h
P
¢
旨
一
電
訓
一
団
V
O
ω
○
）
は
、
石
炭
・
鉄
鋼

産
業
を
超
国
家
的
に
管
理
す
る
た
め
の
部
門
別
の
統
合
と
い
う
形
を
と
っ
た
。
こ
の
共
同
体
は
、
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
欧
州
経
済
共
岡
体
、

欧
州
共
同
体
へ
と
発
展
し
て
い
き
、
加
盟
国
や
権
限
領
域
を
拡
大
し
な
が
ら
現
在
の
E
U
へ
と
至
る
。
こ
の
よ
う
な
統
合
プ
ロ
セ
ス
の
一
方
で
、

一
九
五
〇
年
代
の
初
め
か
ら
中
頃
に
か
け
て
、
忘
れ
ら
れ
た
歴
史
と
呼
ば
れ
る
、
実
現
し
な
か
っ
た
も
う
一
つ
の
統
合
構
想
が
存
在
し
た
。
こ

れ
こ
そ
が
本
稿
で
扱
う
欧
州
政
治
共
同
体
（
警
村
8
Φ
き
℃
o
ま
邑
O
o
8
ヨ
¢
駄
§
国
勺
○
）
で
あ
る
。

　
E
P
C
と
は
、
E
C
S
C
六
ヵ
国
に
よ
る
超
国
家
的
な
政
治
統
合
構
想
で
あ
り
、
欧
州
防
衛
共
同
体
（
閣
霞
8
①
磐
U
Φ
h
零
8
0
。
B
手
筆
菖
「

国
U
O
）
構
想
の
浮
上
に
伴
い
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
五
〇
年
夏
以
降
、
冷
戦
を
背
景
に
西
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
問
題
が
浮
上
し
た
が
、
そ

の
対
応
策
と
し
て
E
C
S
C
六
ヵ
国
共
同
の
欧
州
軍
を
設
立
し
、
そ
の
も
と
で
西
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
を
行
う
E
D
C
の
設
立
が
合
意
さ
れ
て
い

た
。
こ
れ
に
政
治
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
、
E
D
C
と
E
C
S
C
を
包
摂
す
る
と
い
う
目
的
を
も
っ
た
E
P
C
は
、
そ
れ
ま
で
の
経
済
に

限
定
さ
れ
た
部
門
別
の
統
合
と
は
異
な
る
包
括
的
な
政
治
共
同
体
だ
っ
た
。
そ
の
制
度
設
計
と
な
る
E
P
C
条
約
は
、
E
C
S
C
共
同
総
会
内

で
草
案
が
起
草
さ
れ
た
後
、
各
国
政
府
の
協
議
を
経
て
、
フ
ラ
ン
ス
を
除
く
五
ヵ
国
で
批
准
さ
れ
た
も
の
の
、
一
九
五
四
年
夏
に
フ
ラ
ン
ス
国

民
議
会
が
E
D
C
条
約
の
批
准
を
拒
否
し
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
と
セ
ッ
ト
で
進
め
ら
れ
て
き
た
E
P
C
構
想
も
と
も
に
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
統
合
プ
ロ
セ
ス
は
、
政
府
文
書
が
「
三
〇
年
ル
ー
ル
」
に
よ
り
公
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
八
○
年
代
か
ら
本
格
的
に
研

究
さ
れ
始
め
た
。
そ
こ
で
は
、
各
国
政
府
は
い
か
な
る
国
益
に
も
と
づ
い
て
統
合
を
推
進
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
し
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

題
関
心
か
ら
、
政
府
文
書
を
主
な
史
料
と
し
て
政
府
問
交
渉
を
分
析
す
る
手
法
が
多
く
み
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
各
国
政
府
は
冷
戦
と
い
う
国

際
環
境
に
加
え
、
戦
争
で
疲
弊
し
た
国
民
国
家
経
済
を
再
建
す
る
た
め
に
統
合
を
推
進
し
た
と
す
る
「
国
民
国
家
の
救
済
」
論
が
打
ち
出
さ
れ
、

　
　
　
　
　
②

通
説
と
な
っ
た
。
し
か
し
近
年
で
は
国
益
、
と
り
わ
け
各
国
政
府
の
経
済
的
な
動
機
に
分
析
の
軸
を
置
く
こ
の
よ
う
な
研
究
に
対
し
、
問
題
関

心
だ
け
で
な
く
史
料
の
選
択
や
分
析
方
法
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
1
の
枠
か
ら
出
る
こ
と
な
し
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
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欧州政治共同体条約をめぐるトランスアトランティック・ネットワーク（高津：）

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
既
存
研
究
で
は
マ
ル
チ
・
ア
ー
カ
イ
ヴ
ァ
ル
な
手
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
多
く
の
場
合
は
各
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

政
府
文
書
の
分
析
の
総
合
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
た
め
、
非
公
式
の
政
策
決
定
プ
ロ
セ
ス
の
分
析
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
既
存
研
究
に
対
し
て
近
年
薪
た
に
注
目
を
集
め
て
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
し
て
の
統

合
史
砥
究
で
あ
る
。
そ
こ
で
着
目
さ
れ
る
の
は
、
政
党
や
民
間
組
織
と
い
っ
た
国
家
／
非
国
家
ア
ク
タ
ー
が
構
築
す
る
、
国
境
を
越
え
た
諸
々

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
公
式
の
ア
ク
タ
ー
と
は
異
な
る
性
質
を
も
ち
な
が
ら
も
、
各
国
政
府
の
背
後
で
機
能
し
、
政
府
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

統
合
政
策
の
決
定
に
間
接
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
こ
と
、
ま
た
、
統
合
政
治
の
次
元
で
は
、
欧
州
議
会
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
レ
ベ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
政
党
の
基
盤
を
提
供
し
て
き
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
果
た
し
た
役
割
の
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

析
を
通
じ
て
、
外
交
交
渉
の
背
後
で
進
め
ら
れ
た
、
非
公
式
な
統
合
プ
ロ
セ
ス
の
実
態
が
よ
う
や
く
明
ら
か
に
さ
れ
始
め
て
い
る
。

　
例
え
ば
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
唱
す
る
代
表
的
な
研
究
者
カ
イ
ザ
ー
（
〈
『
．
　
園
（
鋤
一
ω
ω
『
）
と
ゲ
ー
ラ
ー
（
ζ
■
○
豊
9
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
諸
党
の
幹
部
た
ち
に
よ
る
秘
密
会
談
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
・
サ
ー
ク
ル
（
O
窪
幹
寄
の
邑
」
（
　
九
四
七
…
五
五
年
）
で
構
築
さ

れ
た
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
実
態
を
初
め
て
解
明
し
、
そ
こ
で
の
非
公
式
協
議
が
仏
独
和
解
と
E
C
S
C
設
立
、
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

西
ド
イ
ツ
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
復
帰
の
下
支
え
と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
筆
者
も
ま
た
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
取
り
組
み
、
そ

こ
で
共
有
さ
れ
た
独
自
の
E
P
C
構
想
が
E
C
S
C
共
同
総
会
と
い
っ
た
欧
州
組
織
へ
受
け
継
が
れ
、
同
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
E
P
C
条
約
の
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

案
に
非
公
式
に
関
与
し
て
い
っ
た
こ
と
を
考
察
し
た
。

　
し
か
し
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
の
観
点
か
ら
E
P
C
構
想
の
非
公
式
な
側
面
を
分
析
す
る
際
に
は
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
民

主
主
義
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
加
え
、
も
う
一
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
見
落
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
が
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
の
問
の

ト
ラ
ン
ス
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
り
、
近
年
研
究
の
端
緒
が
開
か
れ
た
ば
か
り
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
研
究
委
員
会

（
O
o
琶
三
島
．
卑
鼠
①
ω
b
o
霞
台
O
o
口
ω
け
ぎ
け
δ
p
国
霞
8
σ
Φ
目
ρ
○
じ
弓
○
国
）
」
に
お
い
て
構
築
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
C
E
C
E
は
、
ベ
ル
ギ
ー
元
首
相

ス
パ
ー
ク
（
勺
㌔
閏
．
ω
0
9
ρ
P
匠
）
が
議
長
を
務
め
る
民
間
の
統
合
推
進
団
体
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
」
と
ア
メ
リ
カ
政
府
関
連
組
織
「
統
一
ヨ
ー
ロ
ッ
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パ
・
ア
メ
リ
カ
委
員
会
（
〉
ヨ
9
∩
磐
O
o
ヨ
巨
嘗
Φ
①
o
詳
¢
口
固
什
Φ
α
四
焉
8
g
》
0
¢
国
）
」
と
い
う
二
つ
の
組
織
の
問
で
一
九
五
二
年
に
設
け
ら
れ
た
も

　
　
　
⑨

の
で
あ
る
。

　
E
P
C
構
想
を
め
ぐ
っ
て
は
、
各
国
政
府
の
交
渉
と
い
う
表
舞
台
の
物
語
に
加
え
、
そ
の
舞
台
裏
で
は
こ
れ
ら
の
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
／

ト
ラ
ン
ス
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
非
公
式
に
条
約
草
案
起
草
プ
ロ
セ
ス
に
関
与
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
。
E
P
C
条
約
の
起

草
を
実
際
に
担
っ
た
の
は
、
E
C
S
C
共
同
総
会
内
に
設
置
さ
れ
た
ア
ド
ホ
ッ
ク
議
会
と
憲
法
委
員
会
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
は
と
も
に
膚
力
な
メ
ン
バ
ー
を
両
組
織
の
重
要
ポ
ス
ト
に
就
か
せ
て
お
り
、
「
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
」
起
草
の
た
め
の
議
論
を
主
導
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
、
E
P
C
の
条
約
草
案
起
草
プ
ロ
セ
ス
を
非
公
式
な
側
面
か
ら
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
二
つ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

各
々
の
実
態
と
そ
の
関
係
性
を
解
明
す
る
こ
と
が
最
終
的
に
必
要
と
な
る
。
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
政
党
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
は
考
察
済

み
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
C
E
C
E
の
ト
ラ
ン
ス
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

　
次
に
、
C
E
C
E
の
先
行
研
究
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
C
E
C
E
は
従
来
の
統
合
史
研
究
で
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
的
な
扱
い
を
受
け
て
き
た
。
と

い
う
の
も
、
実
現
し
な
か
っ
た
構
想
で
あ
る
た
め
、
E
P
C
そ
の
も
の
が
長
年
忘
れ
ら
れ
た
歴
史
と
し
て
十
分
に
分
析
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

　
　
　
　
⑩

か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
近
年
の
法
学
研
究
で
は
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
起
源
に
対
す
る
関
心
の
高
ま
り
を
背
景
に
、

統
合
成
立
期
の
諸
条
約
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
加
盟
各
国
に
対
し
て
超
国
家
的
な
行
政
権
・
司
法
権
・

立
法
権
を
有
す
る
E
P
C
条
約
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
最
初
の
憲
法
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
研
究
対
象
と
し
て
着
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

　
　
⑪

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
動
向
を
受
け
て
、
C
E
C
E
は
研
究
対
象
と
し
て
本
格
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
の
数
少
な
い
先
行
研
究
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

は
、
C
E
C
E
内
の
連
邦
主
義
者
に
加
え
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
の
法
律
専
門
家
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
条

約
案
は
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
研
究
グ
ル
ー
プ
か
ら
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
独
自
の
条
約
案
を
採
択
し
、
E
P
C
条
約
の
草
案
起
草
に
非
公
式
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

関
与
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
な
ぜ
ア
メ
リ
カ
の
関
与
を
経
て
C
E
C
E
が
設
立
さ
れ
た
の
か
と
い
う
経
緯
に
つ
い
て
踏
み
込
ん
だ
分
析
が
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な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
実
態
が
十
分
に
解
明
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
当
時
、
親
統
合
派
の
国
境
を
越
え
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
複
数
存
在
し

て
い
た
中
で
、
な
ぜ
ス
パ
ー
ク
が
議
長
を
務
め
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
が
統
合
の
旗
振
り
役
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
支
援
相
手
と
な
り
え
た
の
だ
ろ

う
か
。
本
稿
は
、
従
来
看
過
さ
れ
て
き
た
も
う
一
つ
の
親
統
合
派
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
政
党
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
関

係
性
に
も
着
目
す
る
こ
と
で
、
C
E
C
E
の
設
立
背
景
を
考
察
す
る
。
そ
の
上
で
、
そ
こ
で
共
有
さ
れ
た
統
合
構
想
を
分
析
し
、
E
P
C
条
約

の
草
案
起
草
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
果
た
し
た
非
公
式
な
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
な
お
、
C
E
C
E
を
分
析
す
る
意
義
は
、
以
下
の
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
統
合
へ
の
非
公
式
な
関
与
の
一
端
を
照
射
す
る

こ
と
で
、
E
P
C
条
約
草
案
起
草
プ
ロ
セ
ス
を
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
冷
戦
構
造
と
い
う
よ
り
大
き
な
枠
組

み
で
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
政
府
間
交
渉
の
観
点
か
ら
分
析
さ
れ
が
ち
だ
っ
た
統
合
成
立
期
に
関
す
る
既
存
研

究
を
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
い
う
新
た
な
観
点
か
ら
補
完
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
も
と
、
第
一
章
で
は
ア
メ
リ
カ
の
対
統
合
政
策
を
概
観
し
、
A
C
U
E
の
活
動
実
態
を
分
析
す
る
。
第
二
章
お
よ

び
第
三
章
で
は
C
E
C
E
に
参
加
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
側
の
指
導
者
が
ベ
ル
ギ
ー
社
会
党
に
所
属
す
る
社
会
主
義
者
だ
っ
た
こ
と
、
彼
ら
が
統
合

の
旗
振
り
役
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
支
援
相
手
と
な
り
、
両
者
の
問
で
非
公
式
な
ト
ラ
ン
ス
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
構
築
さ
れ

る
に
至
っ
た
経
緯
を
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
の
関
係
性
に
着
目
し
な
が
ら
分
析
す
る
。
第
四
章
で
は
、
C
E
C
E
内
で
い

か
な
る
統
合
構
想
が
共
有
さ
れ
た
の
か
を
考
察
す
る
。

　
最
後
に
、
本
稿
で
用
い
る
史
料
に
つ
い
て
述
べ
る
。
主
な
史
料
は
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
E
U
歴
史
文
書
館
（
↓
冨
田
ω
8
誓
巴
＞
8
ぼ
く
①
ω
9

普
Φ
図
霞
8
Φ
磐
d
旺
。
鰹
に
〉
両
¢
）
所
蔵
の
C
E
C
E
お
よ
び
A
C
U
E
に
関
す
る
フ
ェ
ル
ナ
ン
・
ド
ゥ
ウ
ー
ス
（
閃
①
困
コ
勲
P
α
　
H
）
①
げ
O
¢
の
ω
①
）
の
フ
ォ

ン
ド
（
閃
H
）
1
心
O
、
　
O
o
①
一
Φ
O
）
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
（
ζ
。
砦
Φ
ヨ
Φ
簿
Φ
母
8
σ
窪
）
の
フ
ォ
ン
ド
（
竃
甲
お
。
。
、
○
。
b
。
O
、
b
・
b
。
寄
）
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス

国
立
文
書
館
（
＞
N
O
げ
一
〈
Φ
ω
　
謬
鋤
け
一
〇
】
P
g
o
一
①
の
一
　
〉
累
）
が
所
蔵
す
る
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
政
党
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
構
築
さ
れ
た
秘
密
会
談
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
・
サ
ー
ク
ル
の
議
事
録
（
雷
冨
誘
園
。
σ
Φ
洋
国
。
げ
巴
に
加
え
、
回
想
録
や
同
時
代
文
献
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
等
も
利
用
す
る
。
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①
欧
州
統
合
史
の
先
行
研
究
を
貞
永
的
に
整
理
し
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
以
下

　
の
も
の
が
あ
る
。
ρ
≦
嘆
β
、
、
両
玄
ξ
㌍
り
罎
o
O
の
窪
H
葺
Φ
ゆ
q
【
鉾
幽
o
p
器
餌

　
幻
Φ
ω
①
輿
。
ず
霊
Φ
醇
℃
興
。
。
b
ω
o
鋤
＜
Φ
ω
魍
U
Φ
σ
p
。
欝
匂
D
．
勺
H
o
旺
Φ
臼
ω
．
．
噂
0
．
乏
霞
ヨ
（
Φ
P
）
■

　
ミ
恥
討
§
肉
ミ
魯
恥
§
ミ
O
ミ
ミ
勘
鵠
§
円
ぎ
b
σ
轟
賊
ミ
ミ
軸
畦
庶
肉
～
へ
、
§
ミ
篭

　
ミ
㌧
ミ
ミ
ご
篭
N
漣
や
N
℃
題
’
○
諸
8
巳
．
お
ゆ
9
0
や
㊤
山
9
P
O
ぎ
磐
響
．
．
8
け
。

　
譲
。
・
8
臨
。
讐
磐
ξ
o
h
国
事
8
①
嘗
ぎ
8
讐
毘
呂
．
．
’
P
U
ぎ
磐
（
巴
9
）
。
O
篭
鷺
覇

　
S
ミ
肉
竈
N
ミ
ご
ミ
ミ
．
き
恥
肉
N
三
二
魯
隷
S
職
ミ
卵
○
邑
σ
践
．
卜
⊃
0
8
噂
O
P
卜
δ
＄
－
甲
介
遠

　
藤
乾
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
史
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ー
E
U
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ

　
ィ
ー
の
構
築
に
向
け
て
」
遠
藤
乾
・
板
橋
柘
己
編
『
複
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
i
欧

　
皇
統
二
丁
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
㎞
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
コ
年
、
三
一
四
一

　
頁
。

②
》
．
二
才
鷲
9
↓
ぎ
肉
ミ
魯
§
N
重
三
吻
。
§
黛
導
鴨
さ
職
ミ
⑦
ミ
蜀
轡
。
コ
噺
g
．

　
巳
8
．

③
≦
貯
認
卸
．
．
写
。
ヨ
ω
聾
Φ
8
ω
。
。
艮
罵
↓
冨
蛍
。
。
8
9
か
日
「
9
。
b
ぴ
《
。
囲

　
鍔
母
o
b
Φ
磐
H
9
ω
ゆ
q
湾
口
。
コ
、
．
’
ζ
．
O
ぎ
く
》
．
し
d
o
窪
琶
Φ
（
①
焦
ω
「
）
魍
隷
誉
q
鴨
》
蹴
ミ
§
題

　
ミ
肉
ミ
愚
恥
§
＄
N
㌧
§
9
ミ
ミ
舞
b
σ
器
ぎ
ぴ
Q
。
陰
8
評
ρ
b
Q
O
O
ρ
℃
P
｝
8
1
N
O
Q
。
一
乏
．

　
囚
臥
ω
興
曲
．
い
Φ
g
茸
＼
罫
幻
霧
碁
器
。
ワ
Φ
鋒
、
、
O
甑
臆
房
o
h
餌
閃
霞
8
ω
磐
8
公
認
u
＞

　
5
Φ
ξ
諾
ω
Φ
鷺
。
ロ
鋤
ぴ
Q
㊦
5
α
餌
｛
g
国
ξ
8
①
碧
q
巴
o
p
窯
ω
8
憂
．
一
芝
．
賊
鉱
ω
興
＼
じ
ご
’

　
い
Φ
g
耳
＼
㌶
幻
器
三
年
。
。
窪
（
Φ
α
ω
．
）
’
§
鴨
勢
言
送
ミ
．
導
鴨
肉
ミ
愚
鴨
§
＄
』
賊
§
．

　
O
、
む
山
越
駄
貸
↓
ミ
該
－
§
礼
い
N
も
ミ
篭
ミ
暁
§
ミ
、
o
勘
電
N
金
串
・
鳶
〉
び
ぎ
σ
q
◎
o
戸

　
卜
o
O
O
ρ
O
P
マ
ド
ピ

④
小
島
健
「
欧
州
経
済
協
力
連
盟
の
創
設
（
1
）
」
魍
経
済
学
季
報
㎞
五
七
巻
三
・

　
四
号
、
二
〇
〇
入
年
三
月
、
三
七
…
五
二
頁
。

⑤
例
え
ば
、
欧
州
入
髪
党
の
起
源
と
し
て
　
九
五
〇
年
代
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主

　
義
諸
費
に
よ
る
国
境
を
越
え
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
以
下
の
研

　
究
が
あ
る
。
β
｝
壁
。
・
Φ
戸
§
鴨
肉
ミ
§
鴨
ミ
、
鴨
魯
隷
げ
き
、
蛍
O
＼
尉
帖
越
§
ミ

　
b
ミ
中
耳
ミ
恥
論
魯
乞
①
≦
団
O
葺
■
一
㊤
㊤
砂

⑥
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
ド
イ
ツ
を
中
心
と
す
る
親
統
合
派
の
民
間
運
動
に

　
着
目
し
た
研
究
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
ρ
切
毘
①
メ
じ
u
禽
§
§

　
寄
偽
譜
§
ミ
ミ
§
ミ
。
ミ
。
ミ
、
O
鳴
、
ミ
ミ
鞠
壽
ご
右
目
示
偏
＼
愚
魯
N
§
ド
N
も
鱗
9

　
笥
Φ
芝
団
O
配
信
＼
○
改
σ
「
鼻
酌
O
一
ω
■

⑦
ζ
．
Ω
①
窪
Φ
「
＼
≦
囚
器
Φ
び
、
、
津
壁
ω
ロ
跳
。
器
房
営
醇
創
浮
ξ
曽
「
8
Φ
繕

　
回
簿
Φ
晦
「
p
。
豚
O
昌
↓
ば
O
ゑ
O
鐸
く
Φ
｝
ぼ
ω
両
ρ
監
督
①
Q
。
ぎ
酵
興
ゆ
効
目
。
口
巴
Φ
o
。
磐
◎
讐
Φ
Ω
⑦
5
①
＜
鋤

　
Ω
円
δ
お
ミ
山
㊤
鴇
．
．
”
箋
ミ
§
ミ
篭
ら
ミ
冒
ミ
ミ
N
、
＜
o
｝
．
瞳
．
づ
ρ
も
。
』
8
H
、
9
．

　
謡
ω
1
お
○
。
一
ζ
．
Ω
①
臣
興
、
、
．
し
u
Φ
髄
q
Φ
要
ロ
α
q
ω
o
二
審
ω
類
巴
審
降
賊
「
6
ひ
Q
Φ
ω
」
U
嘆
；
O
①
鼠
興

　
囚
吋
Φ
置
．
．
二
二
α
蝕
Φ
o
q
①
ロ
巴
ヨ
Φ
口
〉
ぴ
ω
O
「
簿
0
7
Φ
コ
甫
Φ
ω
9
β
民
o
U
巴
の
。
げ
Φ
村

　
O
び
甑
ω
巳
②
筥
O
貯
H
讐
Φ
降
一
Φ
膳
刈
山
Φ
㎝
研
．
．
魍
竃
．
O
Φ
窪
Φ
憎
＼
妻
．
二
巴
ω
興
＼
甲
≦
O
『
コ
O
暮

　
（
出
誘
巴
魍
O
ぴ
甑
ω
践
①
日
。
す
讐
δ
ヨ
図
口
「
o
冨
ぎ
8
」
善
「
ぼ
邑
Φ
拝
≦
一
2
b
O
O
押

　
ψ
①
爵
ふ
ゆ
介
≦
・
国
訴
ω
興
噛
O
ミ
凡
切
欺
§
b
鴨
ミ
象
ミ
趣
§
ミ
ミ
鴨
O
、
蒔
§
恥
庶

　
趣
n
ミ
魯
ミ
隷
＄
職
ミ
押
O
p
ヨ
鐸
箆
α
Q
ρ
卜
o
O
O
刈
．

⑧
高
津
智
子
「
欧
州
統
合
初
期
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
の
ト
ラ
ン
ス
ナ

　
シ
ョ
ナ
ル
．
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
扁
九
州
大
学
大
学
院
入
文
科
学
府
修
士
論
文
、
二

　
〇
＝
一
年
一
月
提
出
。

⑨
こ
こ
で
示
す
民
間
組
織
（
旨
＜
㌶
の
。
茜
毘
鑓
瓜
。
霧
）
と
は
、
各
国
政
府
と
い

　
つ
た
外
交
交
渉
に
お
け
る
公
式
ア
ク
タ
ー
と
は
異
な
り
、
圧
力
団
体
と
し
て
間
接

　
的
に
各
国
政
府
の
欧
州
統
合
政
策
に
影
響
を
及
ぶ
す
こ
と
を
匿
的
と
し
た
非
公

　
式
・
非
国
家
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
。
本
稿
が
分
析
対
象
と
す
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
還

　
動
」
は
、
知
識
人
や
財
界
人
に
加
え
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
有
力
政
治
家
を
そ
の

　
メ
ン
バ
ー
に
含
ん
で
い
た
も
の
の
、
公
的
な
性
質
を
も
た
な
い
親
統
合
派
組
織
で

　
あ
っ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
民
間
組
織
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

⑩
即
日
ρ
自
判
養
毛
ミ
§
薯
ミ
、
⇔
咋
O
§
恥
ミ
軸
贈
§
↓
ぎ
肉
～
§
富
§

　
℃
ミ
ミ
ら
ミ
O
ミ
ミ
ミ
ミ
N
帖
蛍
N
ゆ
弔
N
㎏
嫡
榔
ピ
。
口
島
。
鋒
亦
o
O
O
ρ
b
b
．
嵩
I
b
∂
｝
．

⑪
〉
・
O
o
浮
戸
．
．
〉
爵
8
昆
Φ
縣
、
巨
①
昇
8
同
ω
冒
匿
δ
¢
Φ
．
吋
一
①
ヨ
Φ
葺
ω
b
o
導
巨
①

　
ω
o
o
ご
δ
笹
Φ
臨
ω
8
鼠
ρ
¢
①
◎
¢
泳
山
財
毘
ω
ヨ
①
Φ
自
。
℃
⑩
Φ
雛
二
四
〇
〇
コ
ω
簿
¢
鉱
。
口
．
．
、
賢
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H
ω
冨
色
＼
ρ
ω
四
〇
二
ω
8
＼
〉
．
＜
蝉
g
匿
N
＼
r
≦
臨
Φ
ヨ
Φ
N
（
臼
μ
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山
ω
9
統
合
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
人
権
法
の
発
展
と
い
う
観
点
か
ら
、
E
P

C
条
約
の
人
権
保
護
に
関
す
る
規
定
を
分
析
し
た
研
究
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が

あ
る
。
ρ
鳥
①
し
σ
鍵
。
押
、
．
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．
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N
ま
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歴
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学
に
お
い
て
も
連
邦
主
義
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
や
各
国
政

府
と
い
っ
た
多
岐
に
亘
る
ア
ク
タ
ー
を
豊
富
な
一
次
史
料
を
も
と
に
分
析
し
、
E

P
C
構
想
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
た
以
下
の
優
れ
た
研
究
が
あ
る
。
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ミ
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』
8
妙
O
」
O
同
函
b
。
ρ

　
ア
メ
リ
カ
政
府
は
戦
後
間
も
な
い
時
期
か
ら
西
側
諸
国
に
対
し
統
合
を
促
し
て
き
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
最
大
の
動
機
は
反
共

政
策
だ
っ
た
。
冷
戦
の
進
展
に
よ
り
ヨ
1
ロ
ッ
パ
の
分
断
が
避
け
ら
れ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
た
当
時
、
西
ド
イ
ツ
は
反
共
防
波
堤
の
最
前
線

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
西
ド
イ
ツ
を
西
側
に
結
び
つ
け
て
安
定
し
た
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
ア

メ
リ
カ
の
安
全
保
障
に
と
っ
て
不
可
欠
だ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
と
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
と
す
る
ド
イ
ツ
の
近
隣
諸
国
は
、
復
興
し
た
西
ド
イ
ツ
が
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再
び
軍
事
的
・
経
済
的
な
覇
権
を
取
り
戻
す
こ
と
、
ま
た
は
西
ド
イ
ツ
が
ソ
連
の
影
響
下
で
再
統
一
の
道
を
選
び
、
中
立
国
と
な
る
こ
と
を
深

　
　
　
　
　
　
①

く
懸
念
し
て
い
た
。

　
そ
の
た
め
ア
メ
リ
カ
は
統
合
の
推
進
を
重
要
な
反
共
政
策
の
一
環
と
し
て
位
置
づ
け
、
西
ド
イ
ツ
を
統
合
に
組
み
入
れ
る
こ
と
の
必
要
性
を

認
識
し
、
統
合
の
実
現
を
積
極
的
に
支
持
し
て
い
く
。
そ
こ
で
ア
メ
リ
カ
が
掲
げ
た
方
針
は
、
超
国
家
的
な
組
織
を
創
出
す
る
こ
と
、
そ
の
枠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

組
み
に
西
ド
イ
ツ
を
封
じ
込
め
る
こ
と
で
強
い
ド
イ
ツ
の
復
活
を
防
ぎ
、
同
時
に
ソ
連
の
脅
威
に
対
抗
す
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
分
裂
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ソ
連
内
外
の
「
共
産
主
義
者
に
と
っ
て
格
好
の
餌
食
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
国
務
省
は
早
く
も
一
九
四
七
年
の
時
点
で
こ
の
よ
う
な
超
国
家
的
統
合
の
必
要
性
を
認
識
し
て
お
り
、
そ
れ
以
降
の
対
統
合
政
策

　
　
　
　
　
　
　
　
④

の
基
盤
と
し
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
ア
メ
リ
カ
は
、
E
C
S
C
の
設
立
を
提
案
し
た
シ
ュ
ー
マ
ン
・
プ
ラ
ン
を
支
持
し
て
い
る
。

A
C
U
E
の
委
員
長
で
あ
り
、
戦
時
中
に
は
中
央
情
報
局
（
C
I
A
）
の
前
身
組
織
で
あ
る
戦
略
情
報
周
（
○
塗
8
。
h
。
。
至
心
＆
。
ω
Φ
「
≦
8
b
ω
ω
）

の
周
長
を
務
め
た
ド
ノ
ヴ
ァ
ン
（
≦
匂
．
U
8
0
＜
磐
）
は
一
九
五
二
年
春
に
発
表
し
た
自
ら
の
論
稿
の
中
で
、
ド
イ
ツ
が
民
主
主
義
諸
国
の
パ
ー

ト
ナ
ー
と
な
る
こ
と
が
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
安
定
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
も
と
、
シ
ュ
ー
マ
ン
・
プ
ラ
ン
の
意
義
を
次
の
よ
う

に
説
明
し
て
い
る
。
シ
ュ
ー
マ
ン
・
プ
ラ
ン
と
は
、
石
炭
・
鉄
鋼
産
業
を
超
国
家
的
機
関
の
管
理
下
に
置
く
こ
と
で
、
「
ド
イ
ツ
産
業
が
ド
イ

ツ
の
侵
略
的
な
野
心
の
下
請
け
人
と
な
ら
な
い
こ
と
を
フ
ラ
ン
ス
に
保
証
」
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
加
え
て
、
同
プ
ラ
ン
は
「
政
治
的
か
つ

経
済
的
」
な
も
の
で
あ
り
、
一
九
四
九
年
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
一
五
ヵ
国
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
欧
州
審
議
会
の
よ
う
な
権
限
の
弱
い
政
府
間
組

織
で
は
な
く
、
「
構
成
国
政
府
の
意
志
か
ら
独
立
し
て
行
動
す
る
こ
と
の
で
き
る
」
も
の
で
あ
り
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
に
向
か
う
最
初
の
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

的
な
一
歩
」
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
、
ア
メ
リ
カ
は
非
公
式
に
E
C
S
C
設
立
条
約
に
関
与
し
て
お
り
、
駐
仏
ア
メ
リ
カ

大
使
館
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
お
よ
び
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
の
閥
の
大
学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
て
、
同
条
約
に
独
占
禁
止
法
に
関
す
る
条
項
を
盛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

り
込
ま
せ
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
が
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
E
C
S
C
は
石
炭
・
鉄
鋼
と
い
う
経
済
部
門
に
限
定
し
た
統
合
で
あ
っ
た
も
の
の
、
冷
戦
の
進
展
に
伴
い
、
軍
事
・
政
治
領
域
へ
と
拡
大
さ
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れ
た
統
合
構
想
が
浮
上
す
る
。
そ
れ
が
E
D
C
と
E
P
C
構
想
で
あ
る
。
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
を
契
機
に
ア
メ
リ
カ
は
西
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
を
早

急
に
実
現
す
る
こ
と
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
強
固
に
反
対
し
た
の
が
、
ナ
チ
ス
の
記
憶
が
い
ま
だ
鮮
明
な
近
隣
諸
国
、
と
り
わ

け
フ
ラ
ン
ス
だ
っ
た
。
西
ド
イ
ツ
の
単
独
で
の
再
軍
備
の
対
案
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
防
衛
大
臣
プ
レ
ヴ
ァ
ン
（
図
．
℃
一
Φ
く
Φ
5
）
は
一
九
五
〇
年

一
〇
月
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
共
同
で
欧
州
軍
を
設
立
し
、
そ
の
枠
組
み
で
西
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
を
行
う
こ
と
を
提
案
し
、
こ
れ
が
E
D
C
構
想

　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
直
接
の
起
源
と
な
る
。

　
当
初
ア
メ
リ
カ
政
府
、
と
り
わ
け
国
務
省
は
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
欧
州
軍
の
設
立
提
案
を
「
西
ド
イ
ツ
の
再
軍
備
を
遅
ら
せ
る
た
め
の
戦
術
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

と
み
な
し
、
「
嫌
悪
感
を
も
っ
て
」
そ
の
実
現
可
能
性
を
疑
問
視
し
て
い
た
も
の
の
、
欧
州
軍
の
も
と
で
西
ド
イ
ツ
再
軍
備
を
行
う
と
い
う
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

意
が
得
ら
れ
た
た
め
、
こ
の
E
D
C
構
想
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
罠
主
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
も
の
と
し
て

構
想
さ
れ
た
E
P
C
に
つ
い
て
も
同
様
に
支
持
し
、
非
公
式
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
通
じ
て
統
合
政
策
に
深
く
関
与
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ

こ
で
活
用
さ
れ
た
の
が
A
C
U
E
だ
っ
た
。

第
二
節
　
統
一
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
委
員
会
（
A
C
U
距
）
の
設
立

　
そ
れ
で
は
、
A
C
U
E
と
は
い
か
な
る
組
織
だ
っ
た
の
か
。
そ
の
設
立
の
直
接
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
側
か
ら
の
働
き
か
け

だ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
設
立
の
立
役
者
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
元
首
相
チ
ャ
ー
チ
ル
（
芝
．
9
霞
薮
5
と
そ
の
娘
婿
サ
ン
ズ
θ
．
G
。
磐
身
ω
）
ら

は
、
統
合
の
実
現
の
た
め
に
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
支
援
が
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
そ
こ
で
、
サ
ン
ズ
を
中
心
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運

動
の
主
要
メ
ン
バ
ー
は
一
九
四
八
年
夏
に
ド
ノ
ヴ
ァ
ン
と
後
の
C
I
A
長
官
ダ
レ
ス
（
｝
芝
．
U
良
①
ω
）
ら
と
薗
会
す
べ
く
訪
米
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

パ
運
動
へ
の
援
助
を
求
め
た
。
ド
ノ
ヴ
ァ
ン
は
第
二
次
大
戦
中
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
支
援
活
動
な
ど
の
経
験
か
ら
チ
ャ
ー
チ
ル
と
個
人
的
な
つ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

が
り
を
も
っ
て
い
た
が
、
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
支
援
要
請
は
好
都
合
な
も
の
だ
っ
た
。

　
と
い
う
の
も
、
チ
ャ
ー
チ
ル
は
一
九
四
六
年
九
月
に
行
っ
た
有
名
な
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
演
説
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
合
衆
国
の
創
出
を
訴
え
る
な
ど
、
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統
合
推
進
の
旗
振
り
役
と
し
て
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
政
界
で
強
い
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
彼
が
率
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運

動
は
当
時
複
数
存
在
し
て
い
た
親
統
合
派
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
ま
と
め
あ
げ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、
例
え
ば
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
連
邦
主

義
者
に
よ
る
欧
州
連
邦
主
義
者
連
盟
a
巳
。
p
9
ω
譲
α
Φ
富
国
Φ
ω
2
『
。
冨
①
暮
貫
d
閑
閃
）
や
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
主
義
者
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
合
衆
国
社
会
主
義
運
動
（
ζ
。
口
く
Φ
語
①
艮
ω
a
呂
ω
審
8
¢
巳
Φ
ω
卑
9
。
け
ω
と
臣
ω
α
両
霞
O
O
①
）
、
東
側
か
ら
の
亡
命
者
も
含
む
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

国
際
組
織
で
あ
る
新
国
際
エ
キ
ッ
プ
（
冥
。
自
重
Φ
ω
図
ρ
巳
。
Φ
ω
同
9
Φ
導
9
・
ぎ
暮
雪
一
Z
田
）
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
組
織
か
ら
成
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
に
設
置
さ
れ
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
カ
ウ
ン
シ
ル
を
通
じ
て
、
統
合
の
実
現
に
好
意
的
な
世
論
を
作
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

出
す
た
め
の
活
動
に
も
取
り
組
ん
で
い
た
。
そ
の
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
を
支
援
す
る
こ
と
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
超
国
家
的
な
統
合
を
促

進
で
き
る
効
率
的
な
方
法
で
あ
り
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
共
産
主
義
の
浸
透
を
食
い
止
め
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
側
に
と
っ

て
メ
リ
ッ
ト
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
。
両
者
の
こ
の
よ
う
な
思
惑
が
合
致
し
た
結
果
、
A
C
U
E
は
　
九
四
九
年
二
月
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
正
式

　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

に
発
足
し
、
一
九
六
〇
年
ま
で
活
動
を
継
続
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
A
C
U
E
は
、
表
向
き
は
「
合
衆
国
内
の
民
間
人
グ
ル
ー
プ
」
と
い
う
看
板
を
掲
げ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
主
要
メ
ン
バ
ー
を
み
れ
ば
、
そ

れ
が
事
実
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
っ
た
。
そ
の
委
員
長
は
C
I
A
の
父
と
呼
ば
れ
る
ド
ノ
ヴ
ァ
ン
が
、
副
委
員
長
は
ダ
レ
ス
が
務
め
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

理
事
会
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
ダ
レ
ス
同
様
後
に
C
I
A
長
官
と
な
る
ス
ミ
ス
（
毒
’
し
d
’
し
Q
臼
一
酵
）
や
ブ
ラ
ー
デ
ン
（
β
≦
．
じ
ご
建
α
窪
）
が
い
た
。
こ

の
よ
う
な
顔
ぶ
れ
か
ら
、
早
く
も
一
九
六
三
年
の
時
点
で
イ
ギ
リ
ス
の
歴
史
学
者
ベ
ロ
フ
が
「
ア
メ
リ
カ
の
公
的
な
サ
ー
ク
ル
、
と
り
わ
け
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
側
と
の
密
接
な
関
係
」
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
A
C
U
E
の
元
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
人
弁
護
士
は
C
I
A
を
通

じ
て
A
C
U
E
に
リ
ク
ル
ー
ト
さ
れ
た
こ
と
、
A
C
U
E
は
C
I
A
に
よ
っ
て
サ
ポ
ー
ト
を
受
け
、
そ
の
資
金
源
の
大
半
は
ア
メ
リ
カ
政
府
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

ら
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
雷
し
て
い
る
。
A
C
U
E
は
こ
の
よ
う
な
弁
護
士
に
加
え
、
実
業
家
、
学
者
、
政
治
家
、
国
務
省
の
官
僚
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

成
り
、
一
九
五
〇
年
の
時
点
で
約
三
八
○
人
の
メ
ン
バ
ー
を
膚
し
て
い
た
。

　
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
A
C
U
E
が
「
民
間
人
グ
ル
ー
プ
」
の
組
織
と
し
て
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
統
合
政
策
に
非
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公
式
に
関
与
す
る
た
め
の
バ
ッ
ク
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
は
一
貫
し
て
統
合
の
実
現
を
推

進
し
て
い
た
も
の
の
、
同
時
に
、
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
干
渉
と
い
う
批
判
の
口
実
を
共
産
主
義
者
に
与
え
て
し
ま
う

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
と
を
懸
念
し
て
い
た
。
加
え
て
、
統
合
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
内
的
な
事
象
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
が
直
接
的
に
関
与
し
、
政
治
的
・
経
済
的

な
改
革
を
促
す
こ
と
は
「
幾
分
デ
リ
ケ
ー
ト
な
事
柄
」
で
あ
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
国
内
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
側
か
ら
の
批
判
を
回
避
し
た
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
う
思
惑
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
で
は
、
こ
の
組
織
は
ど
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
、
い
か
な
る
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ド
ノ
ヴ
ァ
ン
や
ダ
レ
ス
を
中
心
と
す
る
幹

部
た
ち
は
、
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
平
和
と
安
全
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
合
衆
国
の
成
立
を
必
要
と
す
る
」
と
い
う
共
通
の
認
識
の
も
と
、
反
共
防
波

堤
の
た
め
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
統
合
を
実
現
す
る
こ
と
を
最
大
の
組
織
目
標
と
し
て
い
た
。
彼
ら
の
目
に
は
、
「
統
制
の
と
れ
た
一
つ
の

ユ
ニ
ッ
ト
」
で
あ
る
ソ
連
と
そ
の
影
響
下
に
あ
る
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
と
は
対
照
的
に
、
「
分
裂
し
た
」
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
政
治
的
・
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

事
的
・
経
済
的
に
不
安
定
な
も
の
と
し
て
映
っ
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
の
安
全
保
障
の
た
め
に
は
「
民
主
的
プ
ロ
セ
ス
に
と
っ
て
膚
害
な
思
想
」

で
あ
る
共
産
主
義
の
侵
略
を
防
ぐ
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
何
よ
り
も
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
経
済
的
な
安
定
が
必
要
だ
っ
た
。

統
合
を
促
進
し
な
い
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
に
と
っ
て
「
ほ
ぼ
確
実
に
大
陸
を
、
非
常
に
あ
り
う
る
こ
と
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
失
い
、
そ
し
て
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

産
主
義
と
の
最
終
的
な
闘
争
に
負
け
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
当
初
A
C
U
E
が
現
実
的
な
統
合
方
針
と
し
て
掲
げ
て
い
た

の
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
よ
る
「
『
単
一
市
場
』
の
創
出
」
を
通
じ
た
経
済
統
合
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
各
国
の
利
害
関

係
の
衝
突
を
克
服
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
進
展
す
る
冷
戦
の
緊
張
関
係
を
背
景
に
、
徐
々
に
「
政
治
的
な
連
合
」
、
す
な
わ
ち
超
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

家
的
な
政
治
統
合
の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
認
識
の
も
と
、
A
C
U
E
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
活
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
～
つ
は
ア
メ
リ
カ
国
内
で
統
合
の
推
進
と
そ

の
必
要
性
に
対
す
る
理
解
を
促
進
す
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
統
合
を
推
進
す
る
民
闘
組
織
の
活
動
を
主
に
財
政
面
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

援
助
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
A
C
U
E
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
フ
ル
ブ
ラ
イ
ト
（
9
≦
閃
巳
σ
同
旨
琶
を
中
心
と
す
る
議
員
た
ち77　（751）



が
一
九
五
二
年
一
月
末
に
、
ア
メ
リ
カ
政
府
が
E
P
C
構
想
を
支
持
し
、
近
い
将
来
誕
生
す
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
政
府
」
と
協
力
関
係
を
築

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鰺
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

く
こ
と
を
表
明
し
た
決
議
案
を
上
院
に
提
出
し
、
ト
ル
ー
マ
ン
大
統
領
か
ら
好
意
的
な
反
応
を
得
る
な
ど
、
政
府
か
ら
統
合
へ
の
支
援
を
得
る

べ
く
議
会
で
の
働
き
か
け
を
行
っ
て
い
た
。
ま
た
、
A
C
U
E
は
チ
ャ
ー
チ
ル
や
フ
ラ
ン
ス
外
相
シ
ュ
ー
マ
ン
（
国
。
ω
O
げ
β
B
餌
P
）
と
い
っ
た
親

統
合
派
の
政
治
家
た
ち
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
で
の
レ
ク
チ
ャ
ー
・
ツ
ア
ー
の
ス
ポ
ン
サ
ー
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
市
民
に
対
し
統
合
の
進
展
と
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

必
要
性
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
よ
う
促
進
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
国
内
で
の
活
動
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
A
C
U
E
が
最
も
重
視
し
た
の
が
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
民
間
人
グ
ル
ー
プ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
活
動
支
援
、
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
を
通
じ
た
統
合
政
策
へ
の
関
与
だ
っ
た
。
こ
の
活
動
を
通
じ
て
、
A
C
U
E
は
次
の
三
つ
の
条
件

か
ら
な
る
統
合
構
想
を
促
進
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
政
治
的
に
は
立
法
権
を
有
す
る
欧
州
議
会
の
設
立
、
経
済
的
に
は
共
通
市
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
創
出
、
社
会
的
に
は
加
盟
国
の
国
内
法
に
優
越
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
を
司
る
欧
州
裁
判
所
の
設
立
で
あ
る
。
こ
の
条
件
を
満
た
す
も
の
こ
そ

が
E
P
C
で
あ
り
、
A
C
U
E
は
そ
の
実
現
の
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
の
活
動
支
援
を
通
じ
て
、
そ
の
条
約
の
草
案
起
草
プ
ロ
セ
ス
に
関
与

し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

①
上
原
良
子
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
生
成
～
九
四
七
…
五
〇
年
一
冷
戦
・
分

　
断
・
統
合
」
遠
藤
乾
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

　
八
年
、
一
～
ニ
ー
一
一
三
頁
。

②
図
。
。
9
ミ
魯
ρ
．
．
↓
9
¢
幹
巴
ω
負
け
①
ω
毬
α
衆
前
8
ω
き
ぎ
8
興
豊
。
舞

　
6
ミ
ー
お
鵯
，
、
を
霞
3
魯
．
職
野
署
．
一
ミ
ー
二
鉾

③
〉
ω
聾
①
ヨ
Φ
g
。
｛
雷
壱
。
。
。
Φ
o
P
『
Φ
〉
ヨ
Φ
腎
器
O
。
日
参
け
8
①
8
d
賦
3
傷

　
炉
弓
霞
8
ρ
P
一
、
ζ
国
為
Φ
o
。
、
潤
〉
国
9
霊
。
門
①
g
ρ

④
の
畠
≦
暮
ρ
o
P
o
搾
も
」
H
。
。
．

⑤
≦
．
9
∪
。
口
。
〈
鶴
’
．
．
↓
冨
ω
。
9
筥
磐
瞠
き
”
〉
し
σ
δ
≦
8
ζ
。
ロ
8
。
貯
．
．
’
§
鳴

　
属
§
ミ
蹄
§
、
§
督
、
閃
Φ
び
笙
p
。
「
く
6
切
N
b
ロ
．
⊂
n
。
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幽
ρ
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づ
き
2
0
拝
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穿
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Φ
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Φ
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湯
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鉱
O
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O
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霞
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Q
↓
民
鶴
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註
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5
昏
℃
9
畠
累
曾
≦
o
誉
ω
ぎ
魯
①
ω
簿
¢
き
磐

　
℃
影
昌
三
①
ぴ
q
o
欝
樽
陣
。
冨
．
、
噛
≦
菌
鉱
ω
興
＼
し
d
．
点
間
葺
＼
竃
9
0
①
三
興
（
①
α
ω
9
）
’

　
寄
§
吻
鳶
ミ
§
N
ミ
寒
§
o
碁
恥
§
肉
轟
帖
。
ミ
ミ
詮
§
職
§
㌦
O
§
ミ
ミ
躇
肉
ミ
魯
鴨
．

　
N
℃
職
や
器
唱
ゆ
妙
。
。
ぼ
ゆ
q
ω
8
搾
ρ
8
H
ρ
b
b
山
。
。
山
メ

⑦
の
畠
≦
魯
ρ
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簿
も
U
・
嵩
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－
嵩
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。
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⑧
＞
O
α
燭
§
譜
職
両
ミ
魯
鰹
織
的
ミ
§
㌧
§
融
黛
ミ
轟
§
勲
冨
毛
ぎ
肘
犀
レ
O
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ド

　
℃
．
ω
O
．

⑨
ω
0
7
妻
9
ρ
8
．
9
け
も
．
巳
N

⑩
旨
即
≧
量
3
題
ミ
§
冬
、
§
b
ロ
＼
ぎ
N
き
》
篭
ミ
§
§
織
9
ミ
き
、

　
忽
ミ
ミ
寄
譜
ミ
鷺
§
魯
南
口
山
g
b
O
O
ト
の
噂
O
P
ω
ま
1
鍵
鈴

⑪
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
統
合
の
父
」
と
し
て
有
名
な
ク
ー
デ
ン
ホ
ー
フ
二
野
レ
ル
ギ
！
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伯
爵
（
図
．
O
O
霞
住
①
口
『
O
く
Φ
一
H
〈
蝕
Φ
N
ゆ
q
陣
）
も
ド
ノ
ヴ
ァ
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を
始
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る
ア
メ
リ
カ

　
の
イ
ン
テ
リ
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・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
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と
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な
が
り
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て
い
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に
ア
メ
リ
カ
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亡
命
し
た
際
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ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
の
歴
史
学

　
者
ら
と
と
も
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催
し
、
　
九
四
四
年

　
に
は
彼
ら
と
共
同
で
㎎
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
合
衆
國
憲
法
草
案
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＞
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P
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指
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え
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性
の
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と

　
し
て
、
彼
の
指
導
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生
で
あ
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
事
務
局
長
ル
バ
テ
（
Ω
．

　
幻
①
σ
鋒
Φ
酔
）
の
息
子
（
勾
．
×
■
図
Φ
び
畏
巴
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
父
親

　
の
人
脈
を
通
じ
て
入
手
し
た
内
部
資
料
を
も
と
に
～
九
六
二
年
に
博
士
論
文
を
完

　
成
さ
せ
、
A
C
U
E
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
の
非
公
式
な
関
係
を
初
め
て
明
ら
か
に

　
し
た
が
、
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容
の
機
密
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か
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三
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第
二
章
　
ヨ
ー
日
ッ
パ
運
動
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第
一
節
　
組
　
織
概
　
要

　
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
と
は
い
か
な
る
組
織
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
は
、
一
九
四
八
年
秋
に
チ
ャ
ー
チ
ル
と
義
理
の
息

子
サ
ン
ズ
の
も
と
、
上
述
の
よ
う
に
最
大
の
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
と
影
響
力
を
誇
る
統
合
推
進
団
体
と
し
て
発
足
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
統

合
史
研
究
で
は
各
国
政
府
に
焦
点
を
当
て
た
ア
プ
ロ
ー
チ
が
主
流
だ
っ
た
た
め
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
の
役
割
が
軽
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ

た
が
、
近
年
で
は
そ
の
評
価
が
見
直
さ
れ
、
圧
力
団
体
と
し
て
各
国
の
政
界
に
＝
疋
の
影
響
力
を
も
ち
、
統
合
政
策
の
決
定
に
間
接
的
に
関
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
影
響
力
を
も
ち
え
た
理
由
の
一
つ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
に
参
加
す
る
大
物
政
治
家
た
ち
の
存
在
だ
っ
た
。
名
誉
議
長
に
は
チ

ャ
ー
チ
ル
、
ス
パ
ー
ク
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
党
党
首
ブ
ル
ム
（
『
u
σ
置
ヨ
）
、
イ
タ
リ
ア
首
相
デ
・
ガ
ス
ペ
リ
（
誇
α
①
Ω
器
需
巳
と
い
う
大
物
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

家
が
名
前
を
連
ね
て
い
た
。
メ
ン
バ
ー
に
は
こ
れ
ら
の
人
物
に
加
え
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
閣
僚
経
験
者
な
ど
の
多
く
の
政
治
家
、
知
識
人
、

財
界
人
が
お
り
、
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
亡
命
者
も
参
加
す
る
全
欧
的
か
つ
超
党
派
的
な
組
織
だ
っ
た
。

　
そ
の
組
織
構
造
は
、
執
行
機
関
で
あ
る
国
際
執
行
委
員
会
と
事
務
局
の
も
と
に
上
述
の
N
E
I
と
い
っ
た
複
数
の
所
属
組
織
が
置
か
れ
、
そ

の
も
と
に
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
国
単
位
に
組
織
さ
れ
た
大
衆
組
織
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
カ
ウ
ン
シ
ル
が
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
は

こ
れ
ら
の
音
組
織
を
通
じ
て
欧
州
審
議
会
の
設
立
を
実
現
さ
せ
、
若
い
世
代
へ
の
共
産
主
義
の
浸
透
を
防
ぐ
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
青
少
年
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
な
ど
、
様
々
な
活
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
A
C
U
E
か
ら
の
資
金
援
助
と
関
与
を
受
け
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

パ
運
動
の
財
源
の
大
半
は
A
C
U
E
に
よ
っ
て
秘
密
裏
に
ま
か
な
わ
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
金
銭
面
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
、

A
C
U
E
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
の
上
層
部
の
問
で
交
わ
さ
れ
た
書
簡
の
大
半
は
コ
ン
フ
ィ
デ
ン
シ
ャ
ル
の
形
を
と
っ
て
お
り
、
そ
の
際
の
連
絡
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窓
ロ
を
務
め
た
の
は
サ
ン
ズ
や
事
務
局
の
ル
バ
テ
と
レ
テ
ィ
ン
ゲ
ル

た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
上
層
部
の
一
部
に
限
ら
れ
て
い
た
。

第
二
節
　
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
争
い

（
旨
沁
Φ
訟
農
Φ
「
）
、
フ
ラ
ン
ス
社
会
党
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
（
〉
．
霧
書
）
と
い
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
A
C
U
E
は
必
ず
し
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
の
活
動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
最
大
の
資
金
提
供
者
と
し
て

影
響
力
を
行
使
し
た
場
合
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
の
議
長
職
の
交
代
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
の
議
長
を
務
め
る
サ
ン
ズ

は
、
統
合
そ
の
も
の
に
は
反
対
し
な
い
も
の
の
、
超
国
家
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
を
求
め
る
連
邦
主
義
に
反
対
し
、
国
家
主
権
の
縮
小
を
伴
わ

な
い
政
府
間
協
力
で
の
統
合
を
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
内
の
イ
ギ
リ
ス
人
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

お
り
、
超
国
家
的
な
統
合
方
針
を
掲
げ
る
A
C
U
E
に
と
っ
て
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
内
で
サ
ン
ズ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

「
独
裁
的
」
な
姿
勢
に
対
す
る
批
判
が
高
ま
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
A
C
U
E
は
彼
の
代
わ
り
に
、
ベ
ル
ギ
ー
社
会
党
の
ス
パ
ー
ク
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
運
動
の
議
長
に
就
く
べ
き
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
。

　
ス
パ
ー
ク
は
戦
時
中
か
ら
ア
メ
リ
カ
政
府
関
係
者
と
の
つ
な
が
り
を
も
つ
人
物
で
あ
り
、
超
国
家
的
な
統
合
を
支
持
す
る
連
邦
主
義
者
と
し

て
知
ら
れ
て
い
た
。
加
え
て
、
元
首
相
と
し
て
、
ま
た
国
連
総
会
元
議
長
と
し
て
国
内
外
に
人
脈
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
ス
パ
ー
ク
は

ア
メ
リ
カ
側
に
と
っ
て
理
想
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
の
新
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
彼
は
A
C
U
E
の
支
援
を
受
け
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

九
五
〇
年
に
サ
ン
ズ
に
代
わ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
の
議
長
に
就
任
し
、
ア
メ
リ
カ
と
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
独
占
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
の
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
握
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
敏
感
に
察
知
し
て
い
た
の
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
に
参
加
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
者
だ
っ
た
。
そ
の
事
例
と

し
て
、
こ
こ
で
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
・
サ
ー
ク
ル
で
の
協
議
を
取
り
上
げ
た
い
。
｝
九
四
七
年
か
ら
一
九
五
五
年
ま
で
年
に
二
、
三
回
定
期
的
に
開

催
さ
れ
て
い
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
・
サ
ー
ク
ル
の
秘
密
会
談
に
は
、
ベ
ル
ギ
ー
、
西
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
オ
ー
ス
ト
リ

81 （755）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ア
、
ス
イ
ス
の
七
つ
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
政
党
の
幹
部
か
ら
、
毎
回
数
人
が
出
席
し
て
い
た
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
・
サ
ー
ク
ル
の
特
徴
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
第
一
に
機
密
性
の
高
い
秘
密
会
談
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
第
二
に
各
党
の
指
導
者
で
あ
り
、
ま
た
政
府
の
メ
ン
バ
ー
で
も

あ
る
責
任
と
資
格
の
あ
る
政
治
家
が
出
席
し
、
議
論
を
行
い
、
そ
こ
で
の
結
論
を
国
内
政
策
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
、
第
三
に
ア
メ
リ
カ
の
関
与
を
受
け
ず
に
行
わ
れ
た
協
議
の
場
で
あ
り
、
出
席
者
た
ち
は
ア
メ
リ
カ
へ
の
不
信
感
を
共
有
し
、
そ
の
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

合
へ
の
関
与
を
警
戒
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
サ
ー
ク
ル
に
は
西
ド
イ
ツ
首
相
の
ア
デ
ナ
ウ
ア
！
（
円
》
号
顕
¢
＆
や
フ
ラ
ン
ス
外
相

ビ
ド
i
（
の
．
一
W
一
伍
窪
搾
）
な
ど
の
各
国
の
政
府
中
枢
に
い
た
政
治
家
が
参
加
し
て
い
た
が
、
彼
ら
の
多
く
は
サ
ー
ク
ル
の
結
成
前
、
そ
し
て
結
成

後
も
サ
ー
ク
ル
で
の
活
動
と
並
行
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
に
も
参
加
し
て
い
た
。
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
テ
ト
ジ
ャ
ン
（
℃
㍉
鎖
．
8
Φ
評
m
q
Φ
】
P
）
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
運
動
で
は
司
法
セ
ク
シ
ョ
ン
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
中
心
的
な
役
割
を
損
い
、
同
じ
く
フ
ラ
ン
ス
の
ビ
シ
ェ
（
菊
・
　
じ
d
一
〇
げ
Φ
け
）
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
運
動
の
副
議
長
を
務
め
て
い
た
が
、
彼
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
に
お
い
て
自
ら
が
周
辺
的
な
立
場
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
懸
念
し
て

い
た
。

　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
の
設
立
か
ら
約
半
年
後
の
一
九
四
九
年
三
月
八
日
に
開
か
れ
た
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
・
サ
ー
ク
ル
の
会
談
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運

動
に
対
す
る
不
満
が
率
直
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず
ビ
シ
ェ
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
内
に
は
派
閥
争
い
が
あ
る
こ
と
、
社
会
主
義

者
が
重
要
ポ
ス
ト
を
独
占
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ス
イ
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
党
党
首
エ
ッ
シ
ャ
ー
（
｝
。
じ
弓
ω
o
げ
興
）
か
ら
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
運
動
が
社
会
主
義
者
た
ち
の
手
芸
に
落
ち
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
強
い
懸
念
が
示
さ
れ
た
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
は
単

な
る
理
念
レ
ベ
ル
の
運
動
で
は
な
く
、
実
際
に
圧
力
団
体
と
し
て
統
合
政
策
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
の
イ
ニ
シ

ア
テ
イ
ヴ
を
誰
が
握
る
か
と
い
う
の
は
重
要
な
問
題
だ
っ
た
。
し
か
し
、
社
会
主
義
者
の
優
勢
に
対
抗
す
べ
く
提
案
さ
れ
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト

教
民
主
主
義
者
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
の
中
央
組
織
に
送
り
込
む
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
下
部
組
織
で
あ
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
カ
ウ
ン
シ
ル
を
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

じ
て
申
央
に
働
き
か
け
る
と
い
う
消
極
的
な
も
の
だ
っ
た
。

　
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
・
サ
ー
ク
ル
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
非
公
式
協
議
に
加
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
の
所
属
組
織
の
一
つ
で
あ
る
N
E
I
で
も
同
様

82　（756）



欧州政治共同体条約をめぐるトランスアトランティック・ネットワー・一ク（高津）

の
懸
念
が
な
さ
れ
て
い
た
。
一
九
五
〇
年
一
一
月
四
日
に
行
わ
れ
た
N
E
I
執
行
委
員
会
の
会
合
に
お
い
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
人
民
党
に
所
属

し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
フ
ル
デ
ス
（
国
山
衆
q
①
の
）
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
の
「
操
縦
桿
は
ほ
ぼ
全
て
社
会
主
義
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

手
の
申
に
あ
る
」
と
指
摘
し
、
ス
パ
ー
ク
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
不
満
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
で
は
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
者
は
周
辺
的
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
握
っ
た
の
は
当
初

イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
っ
た
も
の
の
、
反
連
邦
主
義
の
姿
勢
を
と
っ
た
た
め
に
、
最
大
の
資
金
提
供
者
で
あ
っ
た
A
C
U
E
の
反
発
を
招
い
た
こ
と
、

A
C
U
E
は
代
わ
り
に
ス
パ
ー
ク
を
中
心
と
す
る
社
会
主
義
者
と
の
問
で
結
び
つ
き
を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
A
C
U
E
と
ス

パ
；
ク
を
中
心
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
の
間
に
は
ト
ラ
ン
ス
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
構
築
さ
れ
、
そ
れ
を
通
じ
て
A
C
U

E
は
E
P
C
条
約
の
草
案
起
草
プ
ロ
セ
ス
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
の
が
次
章
で
考
察
す
る
C
E
C
E

だ
っ
た
。

①
上
原
良
子
「
m
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
」
と
欧
州
審
議
会
の
成
立
」
囲
国
際
政
治
㎏
一

　
二
九
号
、
二
〇
〇
二
年
二
月
、
九
ニ
ー
～
〇
六
頁
…
上
原
良
子
「
フ
ラ
ン
ス
社
会

　
党
の
欧
州
統
合
構
想
と
欧
州
審
議
会
駄
『
西
洋
史
学
㎞
　
　
九
八
号
、
二
〇
〇
二
年
、

　
二
三
－
四
三
頁
。

②
9
霞
。
藝
＼
ω
葛
篭
§
織
陸
も
」
ω
’

③
≧
α
膏
ダ
魯
．
6
欺
も
’
ω
心
ω
．
な
お
、
A
C
U
E
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
が
発
行
す

　
る
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
定
期
購
入
を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
際
の
契
約
は
ア
メ
リ
カ
相
互

　
安
全
保
障
局
と
の
問
で
結
ば
れ
て
い
た
。
い
Φ
9
興
マ
。
ヨ
藝
・
菌
．
ω
δ
慈
〇
二
8

　
筈
Φ
野
N
8
㊥
撃
ζ
o
〈
Φ
ヨ
Φ
口
け
（
卜
。
一
■
幽
．
一
㊤
㎝
卜
⊃
）
噛
ζ
甲
。
。
b
。
ρ
鵠
》
国
¢
．

④
幻
Φ
9
什
§
’
8
．
簿
．
も
．
ω
O
b
。
．

⑤
≧
受
。
貫
3
ミ
も
p
ω
お
み
α
ρ

⑥
旨
℃
。
民
磐
（
Φ
e
層
誉
田
へ
響
職
塙
餐
ミ
さ
ミ
ミ
謎
黛
§
肉
ミ
ミ
嚇
§
融
♀
驚

　
い
8
傭
g
レ
㊤
認
、
P
b
Ω
心
ρ

⑦
≧
自
。
貫
曾
ミ
も
．
ω
①
ピ

⑧
O
o
σ
掃
窪
N
＼
ζ
∩
O
母
話
圏
ρ
号
9
外
も
．
雪

⑨
じ
d
．
O
曾
嘗
鑛
匿
口
ω
’
．
．
9
Φ
Ω
Φ
幣
N
餓
け
N
蓬
け
q
Φ
p
－
甲
ω
け
Φ
N
仁
の
p
。
ヨ
ヨ
三
層
鐸
Φ

　
捧
ξ
Φ
巳
嘆
9
器
藻
魯
－
α
①
ヨ
o
q
巴
ω
9
興
℃
o
｝
三
野
Φ
二
置
冥
鎚
9
ξ
δ
帥
q
ω
Φ
霞
o
B
．
．
’

　
U
．
じ
d
ξ
ヨ
魯
鼠
臼
（
凄
確
）
、
閑
8
「
巴
〉
α
Φ
ヨ
ロ
興
二
匿
の
①
ぎ
Φ
N
Φ
一
酵
．
℃
o
【
三
脚

　
琶
㎝
℃
の
屋
α
島
魯
ぎ
評
留
ω
①
屡
冨
コ
ω
§
脅
。
。
冨
冒
①
｝
興
ω
甲
Q
り
窪
け
邸
母
ρ
巳
♂
．
ω
■

　
器
⑳

⑩
O
。
ヨ
讐
Φ
「
2
9
α
．
§
Φ
器
g
o
簿
冨
節
O
窪
Φ
〈
Φ
（
鱒
＝
＝
O
お
）
▼
G
。
｝
Φ
〉
℃
〉
ρ

　
P
N
ω
、
》
7
頴
①
臣
①
節
8
－
ω
鶏
日
①
ぎ
ρ

⑪
O
。
ヨ
冥
Φ
冨
口
含
α
．
琶
①
お
湾
。
三
島
帥
O
①
器
＜
Φ
（
○
○
．
○
○
．
H
㊤
心
㊤
）
噂
p
δ
山
。
。
．

　
9
㊤
》
℃
＼
一
ρ
〉
客

⑫
ζ
．
O
⑦
ぼ
霞
＼
≦
囚
蝉
認
き
摩
き
ω
鎚
甑
。
器
尊
霊
慧
Φ
δ
艮
。
。
灼
興
巴
8
焦
興

　
Φ
霞
o
O
鐵
。
・
魯
①
コ
O
ξ
｛
ω
箆
①
巳
。
ζ
跨
Φ
p
U
o
巨
多
①
簿
Φ
｝
逡
姻
山
㊤
①
㎝
［
以
下
↓
℃
閃
Ω
．

　
竃
ロ
巳
魯
b
O
O
《
U
o
『
課
▼
ψ
卜
。
㎝
①
．
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第
三
章
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
研
究
委
員
会
（
C
E
C
E
）
の
設
立

第
［
節
設
立
経
緯

　
本
節
で
は
ま
ず
E
P
C
構
想
を
め
ぐ
る
公
式
の
流
れ
を
追
う
こ
と
で
、
C
E
C
E
が
設
立
さ
れ
た
背
景
を
み
て
い
く
。
そ
も
そ
も
E
P
C
が

交
渉
の
表
舞
台
に
登
場
し
た
直
接
の
き
っ
か
け
は
、
一
九
五
｝
年
＝
一
月
に
行
わ
れ
た
E
D
C
条
約
に
関
す
る
六
ヵ
国
の
外
相
会
談
だ
っ
た
。

そ
こ
で
イ
タ
リ
ア
首
相
デ
・
ガ
ス
ペ
リ
は
、
E
D
C
に
民
主
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
う
た
め
の
二
院
制
を
有
す
る
政
治
機
関
の
設
立
を
定
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

た
、
有
名
な
第
三
八
条
を
提
案
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
E
P
C
構
想
が
浮
上
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
E
D
C
条
約
は
一
九
五
二
年
五
月
に
六
ヵ
国
政
府
に
よ
り
調
印
さ
れ
、
第
三
八
条
に
も
と
づ
き
、
三
権
分
立
と
民
主
的
に
選
出
さ
れ
る
二
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

制
の
議
会
を
有
す
る
「
連
邦
ま
た
は
国
家
連
署
的
」
な
E
P
C
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
が
確
実
な
も
の
と
な
る
。
こ
の
薪
た
な
共
同
体
の
制
度
設

計
と
な
る
E
P
C
条
約
の
草
案
起
草
は
E
C
S
C
の
共
同
総
会
に
委
ね
ら
れ
、
同
年
九
月
に
共
同
総
会
内
で
「
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
」
の

起
草
の
た
め
に
・
ス
パ
ー
ク
が
議
長
霧
め
る
ア
ド
ホ
・
ク
議
会
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
や
九
章
吾
に
会
合
を
開
い
た
ア
ド
ホ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ク
議
会
は
二
六
人
か
ら
成
る
憲
法
委
員
会
を
設
け
、
こ
の
委
員
会
に
実
際
の
E
P
C
条
約
草
案
起
草
の
任
務
を
与
え
た
。
約
一
週
間
後
に
最
初

の
会
合
を
開
い
た
憲
法
委
員
会
は
、
約
半
年
と
い
う
短
い
期
間
で
「
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
」
の
草
案
を
用
意
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
、
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

五
三
年
二
月
二
六
日
に
活
動
を
完
了
し
て
ア
ド
ホ
ッ
ク
議
会
に
草
案
を
提
出
し
、
こ
れ
が
そ
の
後
、
六
ヵ
国
政
府
に
よ
っ
て
協
議
さ
れ
る
こ
と

と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
公
式
の
流
れ
の
～
方
で
、
非
公
式
な
レ
ベ
ル
で
独
自
の
条
約
案
を
起
草
し
て
い
た
の
が
C
E
C
E
だ
っ
た
。
「
憲
法
制
定
議
会

ま
た
は
欧
州
プ
レ
立
憲
議
会
の
招
集
」
を
見
越
し
て
、
一
九
五
二
年
五
月
六
日
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
議
長
の
ス
パ
ー
ク
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た

　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

C
E
C
E
は
、
E
P
C
原
加
盟
国
と
な
る
E
C
S
C
六
ヵ
国
か
ら
一
三
人
の
メ
ン
バ
ー
が
参
加
し
た
専
門
的
な
研
究
委
員
会
だ
っ
た
。
彼
ら
の
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大
半
が
法
学
の
教
授
や
弁
護
士
と
い
っ
た
法
律
専
門
家
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
に
イ
タ
リ
ア
の
ス
ピ
ネ
ッ
リ
（
〉
．
ω
官
量
巳
と
ベ
ル
ギ
ー
の
ド

ゥ
ウ
ー
ス
と
い
う
、
当
時
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
親
統
合
派
勢
力
を
牽
引
す
る
二
人
の
人
物
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
特
筆
に
値
す
る
。

U
E
F
の
指
導
者
の
～
人
で
あ
っ
た
ス
ピ
ネ
ッ
リ
は
、
戦
後
問
も
な
い
時
期
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
の
創
出
に
向
け
て
精
力
的
に
活
動
を
展
開

し
て
き
た
連
邦
主
義
者
で
あ
っ
た
が
、
彼
を
通
じ
て
デ
・
ガ
ス
ペ
リ
は
上
述
の
E
D
C
第
三
八
条
を
提
案
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

　
　
⑧

て
い
る
。
ま
た
、
C
E
C
E
委
員
長
を
務
め
る
ス
パ
ー
ク
と
同
じ
く
ベ
ル
ギ
ー
社
会
党
に
所
属
す
る
ド
ゥ
ウ
ー
ス
は
、
著
名
な
国
際
法
学
者
と

し
て
知
ら
れ
る
人
物
だ
っ
た
。
彼
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
の
司
法
セ
ク
シ
ョ
ン
で
は
テ
ト
ジ
ャ
ン
ら
と
協
同
し
、
一
九
五
〇
年
に
欧
州
審
議
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
採
択
さ
れ
た
欧
州
人
権
条
約
を
起
草
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
歴
を
も
つ
ド
ゥ
ウ
ー
ス
が
C
E
C
E
の
事
務
局
長
を
務
め
る
こ
と
に
な
り
、

彼
の
指
導
の
も
と
、
パ
リ
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
、
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
に
て
審
議
が
行
わ
れ
、
C
E
C
E
は
一
九
五
二
年
一
一
月
に
自
ら
の
条
約
案

を
正
式
に
公
表
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
一
連
の
時
系
列
は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
C
E
C
E
は
独
自
の
条
約
案
を
用
意
す
る
こ
と
で
実
際
の
草
案
起
草
プ
ロ
セ
ス
に
関

与
す
る
こ
と
を
最
大
の
目
的
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
九
月
三
〇
日
の
審
議
に
お
け
る
ス
ピ
ネ
ッ
リ
の
発
言
に
集
約
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
我
ら
が
委
員
会
は
各
国
政
府
に
提
出
す
る
た
め
の
研
究
を
行
う
た
め
に
設
立
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
最
初
か
ら
、
憲
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

の
基
盤
と
な
る
案
を
作
成
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
の
だ
」
。
そ
の
た
め
、
九
月
に
設
置
さ
れ
た
ア
ド
ホ
ッ
ク
議
会
と
憲
法
委
員
会
の
活
動
開

始
時
に
合
わ
せ
て
、
C
E
C
E
は
短
期
間
で
集
中
的
な
審
議
を
行
い
、
急
ピ
ッ
チ
で
条
約
案
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
目
的
を
も
っ
た
C
E
C
E
は
、
表
向
き
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
内
に
設
置
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
実
際
に
は
A
C
U
E
が
そ
の

活
動
に
深
く
関
与
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
上
述
の
＝
二
人
の
メ
ン
バ
ー
に
加
え
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
は
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て
、
後
述
す
る
二
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
教
授
と
二
人
の
A
C
U
E
メ
ン
バ
ー
が
審
議
に
参
加
し
た
。
ま
た
当
初
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
側
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
も

う
一
人
、
フ
ラ
ン
ス
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
・
王
義
者
で
あ
り
ジ
ュ
ネ
！
ヴ
・
サ
ー
ク
ル
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
っ
た
テ
ト
ジ
ャ
ン
の
参
加
が
予
定
さ

れ
て
い
た
。
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C
E
C
E
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
フ
ル
ネ
（
霞
．
　
男
H
Φ
］
P
凶
《
）
は
、
　
九
五
二
年
五
月
一
二
日
に
テ
ト
ジ
ャ
ン
に
書
簡
を
送
り
、
五
月

末
に
開
催
さ
れ
る
C
E
C
E
の
第
一
回
審
議
に
参
加
す
る
よ
う
求
め
、
も
し
も
参
加
で
き
な
い
場
合
は
彼
と
同
じ
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
者
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

あ
る
コ
ス
ト
ロ
フ
ロ
レ
（
》
・
　
O
O
ω
汁
①
叶
1
｝
ツ
一
〇
憎
Φ
け
）
を
代
理
と
し
て
派
遣
す
る
よ
う
打
診
し
た
。
し
か
し
、
フ
ル
ネ
は
同
日
付
で
ド
ゥ
ウ
ー
ス
に
も
書

簡
を
送
っ
て
お
り
、
そ
の
中
で
「
テ
ト
ジ
ャ
ン
が
我
々
の
委
員
会
の
活
動
か
ら
か
な
り
羅
離
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
と
て
も
懸
念
し
て
い
る
」

　
　
　
　
　
　
　
⑬

と
打
ち
明
け
て
い
る
。
こ
の
フ
ル
ネ
の
懸
念
通
り
、
結
局
テ
ト
ジ
ャ
ン
は
C
E
C
E
に
は
参
加
せ
ず
、
ま
た
代
理
の
人
物
を
よ
こ
す
こ
と
も
な

か
っ
た
。

　
　
方
で
、
フ
ル
ネ
か
ら
書
簡
を
受
け
取
っ
た
約
一
ヵ
月
後
の
六
月
～
六
日
に
、
テ
ト
ジ
ャ
ン
は
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
・
サ
ー
ク
ル
の
会
談
で
他
国
の

キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
者
と
と
も
に
E
P
C
構
想
を
非
公
式
に
協
議
し
て
い
た
。
そ
こ
で
彼
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
た
め
に
あ
る
提
案
を
準
備
し

て
い
る
」
と
切
り
出
し
、
独
自
の
E
P
C
構
想
を
説
明
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
E
C
S
C
六
ヵ
國
の
首
脳
た
ち
の
中
か
ら
「
一
年
か
二
年
の

期
間
で
一
人
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
リ
ー
ダ
ー
」
と
し
て
選
び
、
こ
の
リ
ー
ダ
ー
が
首
相
と
「
二
院
制
の
議
会
に
対
し
て
責
任
」
を
負
う
「
財

務
大
臣
」
、
「
防
衛
大
臣
」
、
「
外
務
大
臣
」
、
「
シ
ュ
ー
マ
ン
・
プ
ラ
ン
の
た
め
の
大
臣
」
の
計
四
人
の
閣
僚
を
指
名
す
る
。
そ
し
て
、
二
院
制
の

欧
州
議
会
に
関
し
て
、
上
院
は
一
国
に
つ
き
四
人
の
代
表
か
ら
構
成
さ
れ
、
下
院
は
国
別
に
人
口
比
に
応
じ
た
議
員
数
が
割
り
当
て
ら
れ
る
と

い
う
構
想
だ
っ
た
。
テ
ト
ジ
ャ
ン
に
よ
る
こ
の
提
案
は
「
幾
分
驚
く
も
の
だ
っ
た
」
が
、
他
の
出
席
者
た
ち
に
よ
り
大
き
な
関
心
が
よ
せ
ら
れ
、

中
で
も
西
ド
イ
ツ
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
者
で
あ
り
、
後
に
外
相
と
な
る
フ
ォ
ン
・
ブ
レ
ン
叢
書
ノ
（
凝
’
＜
O
降
　
じ
U
民
①
P
け
2
P
O
）
か
ら
強
い
賛
同

　
　
　
　
⑭

を
得
て
い
る
。
そ
の
後
、
テ
ト
ジ
ャ
ン
は
ア
ド
ホ
ッ
ク
議
会
の
副
議
長
に
選
ば
れ
、
フ
ォ
ン
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
憲
法
委
員
会
の
委
員
長
に
就

任
し
て
お
り
、
彼
ら
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
、
サ
ー
ク
ル
で
協
議
さ
れ
た
E
P
C
構
想
が
受
け
継
が
れ
て
い
く
こ

　
　
　
⑮

と
に
な
る
。

　
テ
ト
ジ
ャ
ン
が
フ
ル
ネ
の
誘
い
を
受
け
ず
、
C
E
C
E
に
参
加
し
な
か
っ
た
の
は
意
図
的
だ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
、
史
料
上
の
制
約
も
あ
り
、

現
時
点
で
は
断
言
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
・
サ
ー
ク
ル
と
い
う
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
者
に
限
定
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さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
他
方
で
は
C
E
C
E
と
い
う
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
の
間
の
二
つ
の
非
公
式
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
そ
れ
ぞ
れ
、

E
P
C
条
約
の
草
案
を
め
ぐ
り
独
自
の
構
想
を
固
め
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節
　
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
研
究
グ
ル
ー
プ

　
C
E
C
E
に
お
け
る
ト
ラ
ン
ス
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
A
C
U
E
に
と
っ
て
E
P
C
条
約
の
草
案
に
非
公
式
に
関
与
す

る
た
め
に
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
A
C
U
E
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
ル
ー
ト
を
通
じ
て
そ
の
活
動
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
中
心
的
な

役
割
を
果
た
し
た
の
が
二
人
の
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
法
学
教
授
だ
っ
た
。
一
人
は
ボ
ウ
イ
（
幻
．
菊
・
H
W
O
≦
繭
Φ
）
で
あ
る
。
弁
護
士
の
経
歴
を
も

つ
ボ
ウ
イ
は
、
｝
九
五
〇
年
か
ら
五
一
年
ま
で
西
ド
イ
ツ
・
ア
メ
リ
カ
占
領
地
区
の
高
等
弁
務
宮
マ
ク
ロ
イ
（
一
■
一
．
　
ζ
0
0
一
〇
く
）
の
法
律
顧
問
を

務
め
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
ア
メ
リ
カ
の
対
世
ド
イ
ツ
政
策
に
関
わ
る
よ
う
に
な
る
。
彼
は
シ
ュ
ー
マ
ン
・
プ
ラ
ン
の
考
案
者
で
あ
り
フ
ラ

ン
ス
の
統
合
政
策
に
決
定
的
な
影
響
力
を
も
っ
て
い
た
モ
ネ
（
一
．
　
竃
O
臣
】
P
①
け
）
を
通
じ
て
E
C
S
C
条
約
交
渉
に
非
公
式
に
関
与
し
、
一
九
五
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

年
か
ら
は
国
務
省
の
政
策
立
案
局
長
に
就
任
す
る
な
ど
、
政
府
と
関
わ
り
の
深
い
人
物
だ
っ
た
。

　
も
う
一
人
は
政
治
学
者
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
（
0
9
閃
冨
量
魯
）
で
あ
る
。
彼
は
一
九
〇
～
年
に
ド
イ
ツ
で
生
ま
れ
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学

で
博
士
号
を
取
得
し
た
後
、
ア
メ
リ
カ
に
帰
化
し
た
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
る
。
一
九
四
六
年
か
ら
四
九
年
に
か
け
て
西
ド
イ
ツ
駐
在
の
ア
メ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

力
軍
司
令
官
ク
レ
イ
（
］
ド
回
＞
〇
一
鋤
《
）
の
法
律
顧
問
と
し
て
ボ
ン
基
本
法
の
作
成
に
関
わ
り
、
一
九
四
七
年
以
降
は
U
E
F
の
大
会
に
出
席
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

な
ど
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
の
創
出
を
強
く
支
持
す
る
連
邦
主
義
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
。

　
彼
ら
は
専
門
家
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
を
積
む
過
程
で
ア
メ
リ
カ
政
府
の
活
動
に
も
従
事
し
、
統
合
政
策
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
経
験
を
得
た
の
で

あ
り
、
同
時
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
と
い
う
問
題
に
精
通
す
る
学
術
的
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
も
つ
数
少
な
い
人
物
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
起
草
の
た
め
の
学
術
支
援
の
要
講
を
受
け
た
A
C
U
E
は
、
こ
の
二
人
の
教
授
に
協
力
を
求
め
、

彼
ら
を
中
心
に
約
四
〇
人
の
研
究
者
か
ら
成
る
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
研
究
グ
ル
ー
プ
が
設
け
ら
れ
た
。
こ
の
研
究
グ
ル
ー
プ
は
「
連
邦
主
義
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に
関
す
る
研
究
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
名
の
も
と
、
A
C
U
E
と
フ
ォ
ー
ド
財
団
か
ら
の
資
金
援
助
を
受
け
て
集
中
的
に
活
動
を
行
う
こ
と

に
な
る
。
そ
の
研
究
目
的
は
、
C
E
C
E
に
お
け
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
に
関
す
る
審
議
の
た
め
に
高
網
な
比
較
材
料
を
提
供
す
る
こ
と
」
で

　
⑲

あ
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
西
ド
イ
ツ
、
ス
イ
ス
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
既
存
の
五
つ
の
連
邦
国
家
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
憲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

法
に
関
す
る
諸
問
題
が
取
り
組
ま
れ
、
解
決
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
の
歴
史
的
な
資
料
を
提
供
す
る
こ
と
だ
っ
た
。

　
具
体
的
に
は
、
各
々
の
連
邦
制
の
立
法
府
・
行
政
府
・
司
法
府
、
防
衛
・
外
交
・
安
全
保
障
政
策
、
経
済
問
題
、
憲
法
改
正
、
海
外
領
土
、

新
規
加
盟
国
の
受
け
入
れ
と
い
っ
た
多
岐
に
亘
る
統
治
シ
ス
テ
ム
の
比
較
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
研
究
成
果
は
「
連
邦
主
義
に
関
す
る
研
究
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

題
さ
れ
た
約
八
○
○
頁
か
ら
成
る
報
告
書
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
、
一
九
五
二
年
五
月
に
暫
定
版
が
、
九
月
に
は
完
成
版
が
C
E
C
E
に
提
出
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

れ
、
基
礎
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

①
川
嶋
「
幻
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ロ
ッ
パ
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1
欧
州
政
治
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を
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二
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〇
。
ヨ
目
§
野
望
℃
。
崔
ε
Φ
国
君
8
Φ
Φ
弓
Φ
　
甲
。
噺
簿
α
Φ
↓
愚
3

　
0
閣
》
し
u
卜
。
．
⇒
ρ
認
＼
H
（
H
Φ
器
）
’
b
零
’
や
①
．

⑥
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
は
既
に
一
九
五
二
年
三
月
の
時
点
で
司
法
委
員
会
を
設
置
し

　
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
作
成
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
お
り
、
こ
れ
が
五
月
の
時
点
で

　
C
E
C
E
に
再
編
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
”
．
即
じ
σ
o
鼠
Φ
＼
○
旨
牢
δ
山
誌
。
貫

　
的
ミ
ミ
禽
ミ
諭
魯
ミ
駐
遣
N
．
切
8
8
鐸
お
課
．
葵
く
囲

⑦
O
国
O
気
強
ω
。
巨
δ
墨
や
。
。
。
男
マ
。
。
◎
団
〉
国
q

⑧
辮
嶋
、
前
掲
論
文
、
九
五
一
九
六
頁
。

⑨
竃
．
即
ζ
巴
ω
①
旦
，
等
。
ヨ
O
。
匡
芝
切
ぎ
。
。
q
⊆
ヨ
窪
算
。
ω
暮
話
ヨ
Φ
じ
弓
霞
8
Φ
磐

　
O
o
霞
け
↓
幕
国
貸
8
Φ
磐
O
o
霞
什
。
｛
出
¢
営
磐
空
湯
器
ω
障
窪
①
O
村
。
ω
興
。
巴
ω
o
h

　
H
簿
Φ
ヨ
帥
賦
。
ロ
巴
磐
α
二
9
。
繍
。
啓
巴
U
p
惑
。
。
自
α
勺
。
ぱ
鳳
。
ω
．
、
．
い
黛
ミ
臨
⇒
§
職
遂
’
く
。
ド
ω
b
⊃
’

　
δ
ω
仁
Φ
据
卜
。
O
O
N
b
高
誌
■

⑩
O
図
O
切
ω
Φ
磐
8
9
雲
霞
臼
ω
O
ω
①
讐
Φ
ヨ
葺
①
お
認
（
巷
話
。
・
白
一
亀
節

　
し
d
鑓
×
Φ
臣
ω
魑
鷺
0
8
ω
－
＜
Φ
3
卑
℃
．
N
ド
同
U
I
o
。
ρ
出
》
国
9

⑪
O
両
O
郵
ω
Φ
窪
8
巳
α
ぎ
磐
魯
Φ
N
。
。
ω
8
8
ヨ
再
Φ
｝
㊤
認
（
筥
即
同
¢
昌
）
帥

　
じ
σ
「
員
巴
①
ω
■
實
O
o
Φ
甲
く
Φ
「
び
巴
．
P
押
閃
U
l
o
。
ρ
鵠
》
国
q

⑫
冨
葺
①
号
口
①
員
く
津
Φ
器
く
帥
℃
坤
①
護
Φ
出
①
巨
↓
興
α
Q
魯
（
℃
貴
一
ω
■
H
b
⊃
．
切
．
同
Φ
切
卜
⊃
）
魍

　
勾
O
歯
ρ
国
》
円
¢
■

⑬
響
岩
①
号
譲
許
く
写
①
暴
団
蝕
甥
Φ
ヨ
磐
α
∪
9
0
ロ
ω
ω
Φ
（
℃
二
一
ω
、
一
ト
⊃
．
㎝
・
一
〇
㎝
卜
0
）
．

　
閃
O
I
o
Q
㊤
噛
出
〉
円
q

⑭
U
o
ぎ
㊤
。
。
’
↓
℃
麺
嚇
ρ
ψ
認
甲
ω
卜
。
①
9
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⑮
E
C
S
C
共
同
総
会
に
お
い
て
は
国
別
よ
り
も
政
党
別
に
行
動
す
る
傾
向
が
み

　
ら
れ
、
一
九
五
三
年
六
月
の
時
点
で
今
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
党
の
原
型
と
な
る
、

　
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
政
党
別
会
派
の
結
成
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
〉
ω
ω
①
ヨ
9
Φ
O
閣
O
＞
H
Ω
8
巷
Φ
ω
8
一
三
ρ
g
ρ
O
的
＞
b
σ
一
．
琴
愛
山
（
一
雷
ω
山
①
課
）
¶

　
建
9
P
嬬
∴
ω
．
な
お
、
共
同
総
会
の
初
代
議
長
職
を
め
ぐ
っ
て
は
ス
パ
ー
ク
と

　
フ
ォ
ン
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
二
入
が
立
候
補
し
て
い
た
が
、
西
ド
イ
ツ
の
社
会
民

　
主
主
義
者
は
同
じ
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
フ
ォ
ン
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
投
票
せ
ず
に
ス

　
パ
ー
ク
に
投
票
し
て
お
り
、
各
国
の
報
道
で
超
国
家
的
な
傾
向
と
し
て
取
り
上
げ

　
ら
れ
た
。
d
三
〇
コ
①
霞
。
冨
①
唇
Φ
号
ω
融
α
Φ
量
濠
8
ω
■
カ
Φ
＜
g
Φ
鳥
Φ
℃
「
霧
。
・
Φ
口
。
．
一
H
、

　
℃
o
賃
。
¢
0
8
q
Φ
同
．
国
舞
8
Φ
曽
臨
×
」
O
O
o
8
耳
①
一
㊤
総
．
P
Q
。
ゐ
暫
男
○
－
轟
ρ

　
国
〉
国
q

⑯
H
導
興
く
置
≦
9
跨
力
。
σ
①
醇
じ
d
o
鼠
Φ
諾
o
Q
震
9
農
ω
。
9
ヨ
霧
狸
磐
器
α
q
o
侍
げ 　

臨
8
ω
．
署
9
甲
刈
し
ζ
O
ω
山
①
Q
。
’
頃
〉
両
¢

⑰
O
o
冨
P
8
．
。
搾
。
．
巳
命
な
お
、
ク
レ
イ
は
A
C
U
E
の
理
事
会
の
メ
ン
バ
ー

　
で
も
あ
っ
た
。
＞
O
¢
蝉
愚
■
9
野
P
ピ

⑱
Q
旨
寄
δ
量
3
肉
ミ
魯
鴨
．
き
嚇
寧
謹
寒
ミ
さ
篭
§
～
．
冥
①
≦
《
o
蒔
」
8
ρ
鍬

⑲
じ
u
。
鼠
①
＼
宰
δ
量
3
魯
織
跨
・
く
設
×
〈
9

⑳
認
ω
⊆
蝕
8
ω
も
誤

⑳
竃
Φ
ヨ
貧
磐
9
ヨ
α
⑦
ω
の
壱
霞
房
鋤
ヨ
盆
琶
房
鐙
＝
Φ
ω
買
。
冨
樽
ω
α
Φ
惹
旨
。
器

　
8
口
8
当
主
田
鰻
①
0
8
ω
酢
巨
叶
δ
口
諒
α
醗
p
。
圏
Φ
Φ
霞
8
Φ
Φ
暮
。
冨
戦
卜
し
d
o
鼠
Φ
Φ
け
ρ

　
旨
悪
口
Φ
監
守
（
一
頴
9
一
譲
b
。
Y
鳴
Ψ
。
。
。
。
‘
寓
〉
国
O
も
．
一
山

⑫
○
国
○
国
’
ω
Φ
塁
8
曾
。
。
p
。
B
。
臼
卜
。
刈
。
。
8
8
ヨ
酵
Φ
一
㊤
総
帥
じ
σ
議
×
①
濠
ω
も
同
0
8
ω
－

　
＜
興
σ
鉢
P
N
勾
O
歯
ρ
国
》
国
d
．

第
四
章
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
研
究
委
員
会
（
C
巨
C
E
）
に
お
け
る
審
議

第
［
節
欧
州
政
治
共
洞
体
（
E
P
C
）
の
舗
度
設
計

　
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
研
究
グ
ル
ー
プ
か
ら
の
学
術
援
助
を
受
け
な
が
ら
、
C
E
C
E
は
「
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
」
の
起
草
の
た
め
に
集

中
的
な
審
議
を
行
い
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
」
の
草
案
と
し
て
九
つ
の
決
議
文
（
序
文
と
全
体
的
な
規
定
、
共
同
体
政
府
、
共
同
体
議
会
、
共
同
体
司

法
権
、
石
炭
・
鉄
鋼
に
関
す
る
権
限
、
防
衛
に
関
す
る
権
限
、
外
交
政
策
に
関
す
る
権
限
、
財
政
に
関
す
る
権
限
、
憲
法
の
改
正
）
を
採
択
す
る
。
で
は
、

こ
の
決
議
文
の
採
択
に
至
る
ま
で
の
C
E
C
E
の
審
議
で
は
、
E
P
C
の
制
度
設
計
を
め
ぐ
っ
て
ど
の
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

議
論
の
前
提
と
な
っ
た
の
は
、
E
D
C
条
約
第
三
八
条
で
示
さ
れ
た
指
標
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
政
府
、
二
院
制
の
議
会
、
最
高
裁
判
所
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

権
分
立
の
も
と
に
超
国
家
的
な
共
同
体
を
創
出
す
る
と
い
う
方
針
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
前
提
の
も
と
、
さ
ら
な
る
議
論
が
行
わ
れ
た
。
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C
E
C
E
に
参
加
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
側
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
連
邦
主
義
者
だ
っ
た
も
の
の
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
一
貫
し
て
連
邦
主
義
的
な
姿

勢
が
貫
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
当
初
は
国
家
主
権
の
縮
小
を
極
力
伴
わ
な
い
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
的
な
見
解
の
ほ
う
が
優
勢

だ
っ
た
。
そ
れ
が
顕
著
に
表
れ
た
の
が
、
E
P
C
に
付
与
さ
れ
る
権
限
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
C
E
C
E
の
審
議
で
最
初
に
取
り
組
ま
れ
た

最
も
重
要
な
問
い
は
、
E
P
C
の
権
限
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
が
、
実
の
所
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
側
の
メ
ン
バ
ー
の
多
く
は
当

初
、
そ
の
権
限
は
最
低
限
の
も
の
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
い
た
。
例
え
ば
西
ド
イ
ツ
の
自
由
民
主
党
に
所
属
す
る
ベ
ッ
カ
ー

（
冨
u
σ
①
簿
9
は
、
五
月
半
ば
に
作
成
し
た
自
ら
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
中
で
、
E
P
C
を
設
立
す
る
た
め
に
「
絶
対
に
不
可
欠
な
権
限
以
外
は

連
邦
国
家
に
移
譲
す
る
必
要
は
な
い
」
こ
と
、
「
他
の
全
て
の
領
域
で
は
加
盟
各
国
の
主
権
は
不
可
侵
の
ま
ま
で
あ
る
」
こ
と
を
強
調
し
て
い

②
る
。　

ベ
ッ
カ
ー
は
、
約
二
週
間
後
の
五
月
二
四
日
に
行
わ
れ
た
第
｝
回
審
議
に
お
い
て
も
、
E
P
C
に
「
あ
ま
り
に
も
多
く
の
権
限
を
与
え
る
べ

き
で
は
な
く
、
本
質
的
な
も
の
だ
け
に
限
定
す
べ
き
」
だ
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
E
P
C
の
権
限
に
対
す
る
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
的
な
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

解
は
、
他
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
も
共
有
さ
れ
た
考
え
だ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
採
択
さ
れ
た
決
議
文
の
中
で
も
「
加
盟
各
国
が
有
し
、
共
同
体

に
は
っ
き
り
と
移
譲
さ
れ
な
い
全
て
の
権
限
は
各
国
の
権
限
の
ま
ま
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
宗
教
・
文
化
・
教
育
の
分
野
は
加
盟
各
国
の
権
限

で
あ
る
」
（
第
一
決
議
B
第
三
条
）
と
明
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
E
P
C
に
付
与
さ
れ
る
の
は
、
既
に
E
C
S
C
に
付
与
さ
れ
て
い
る
石

炭
・
鉄
鋼
に
関
す
る
権
限
（
第
五
決
議
）
や
欧
州
軍
に
関
す
る
防
衛
・
安
全
保
障
に
関
す
る
権
限
（
第
六
決
議
）
、
そ
し
て
戦
争
の
布
告
・
和
平

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

交
渉
を
行
う
と
い
っ
た
外
交
政
策
に
関
す
る
権
限
（
第
七
決
議
）
に
限
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
同
様
の
議
論
は
、
E
P
C
の
名
称
に
関
す
る
議
論
の
中
に
も
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
～
回
審
議
の
段
階
で
は
、
「
共
同
体
」
を
E
P

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

C
の
名
称
と
し
て
採
用
す
る
方
向
で
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
た
。
と
い
う
の
も
、
「
共
同
体
」
と
い
う
名
称
は
、
「
連
邦
」
と
「
国
家
連
合
」
の

ど
ち
ら
の
意
味
に
も
と
る
こ
と
の
で
き
る
両
義
的
な
性
質
を
も
つ
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
、
E
P
C
が
連
邦
国
家
と
し
て
設
立
さ

れ
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
方
針
が
定
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
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と
こ
ろ
が
、
約
二
ヵ
月
後
に
行
わ
れ
た
審
議
で
は
一
転
し
て
、
ド
ゥ
ウ
ー
ス
に
よ
り
E
P
C
の
名
称
と
し
て
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
合
衆
国
」
が
提

案
さ
れ
る
。
彼
は
、
そ
も
そ
も
E
P
C
は
連
邦
国
家
で
あ
り
、
法
的
な
実
態
と
合
致
す
る
表
現
を
採
用
す
る
の
が
望
ま
し
く
、
ア
メ
リ
カ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

「
素
晴
ら
し
い
印
象
」
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
理
由
を
挙
げ
、
こ
の
提
案
は
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
序
文
に
関
す
る
審
議
で
、

誰
が
E
P
C
条
約
を
締
結
す
る
の
か
と
い
う
点
が
問
題
に
な
っ
た
際
に
は
、
「
我
々
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
人
民
は
（
芝
p
昏
①
℃
Φ
8
包
」
と
い
う

フ
レ
ー
ズ
で
始
ま
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
憲
法
を
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
結
果
、
E
P
C
条
約
が
加
盟
国
の
「
人
民
の
間
で
締
結
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

れ
る
」
と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
を
モ
デ
ル
と
し
た
こ
の
序
文
は
、
実
際
の
E
P
C
条
約
に
受
け
継
が
れ
る
こ

　
　
　
⑧

と
に
な
る
。
E
C
S
C
設
立
条
約
と
い
っ
た
既
存
の
条
約
は
各
国
政
府
が
締
結
者
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
C
E
C
E
が
加
盟
国
の
人
民
を
締
結

者
と
し
た
と
い
う
点
は
、
E
P
C
を
一
つ
の
連
邦
国
家
と
し
て
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
C
E
C
E
の
認
識
は
メ
ン
バ
ー
内
か
ら
反
発
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
九
月
末
に
開
か
れ
た
審
議
の
な
か
で
、
オ
ラ
ン

ダ
人
メ
ン
バ
ー
の
フ
ェ
ル
ジ
ル
（
轡
　
寓
．
＜
5
　
＜
Φ
民
N
嬬
）
は
、
C
E
C
E
の
条
約
案
は
「
共
同
体
の
加
盟
国
に
ほ
と
ん
ど
権
限
が
残
さ
れ
て
い
な

い
」
も
の
で
あ
り
、
連
邦
主
義
者
で
は
な
い
彼
に
と
っ
て
は
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
強
く
批
判
し
、
出
版
予
定
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

ら
自
ら
の
名
前
を
削
除
す
る
よ
う
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
C
E
C
E
に
参
加
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
運
動
メ
ン
バ
ー
と
し
て

彼
を
除
い
た
＝
一
人
の
名
前
が
記
さ
れ
、
脚
注
に
て
フ
ェ
ル
ジ
ル
が
正
式
な
メ
ン
バ
ー
で
は
な
く
「
技
術
的
な
協
力
を
し
て
く
れ
た
」
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

書
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
当
初
は
E
P
C
を
連
邦
国
家
と
し
て
条
約
案
を
起
草
す

る
こ
と
に
消
極
的
だ
っ
た
C
E
C
E
は
、
徐
々
に
連
邦
主
義
寄
り
の
路
線
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
変

化
を
も
た
ら
し
た
の
が
、
次
節
で
論
じ
る
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
学
術
的
な
支
援
だ
っ
た
。

第
二
節
　
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
学
術
的
な
貢
献

そ
も
そ
も
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
研
究
グ
ル
ー
プ
が
A
C
U
E
の
要
請
を
受
け
て
「
連
邦
主
義
に
関
す
る
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
遂
行
す
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る
際
、
A
C
U
E
と
ス
パ
ー
ク
の
間
で
、
ア
メ
リ
カ
人
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
の
問
題
に
つ
い
て
「
賛
成
ま
た
は
反
対
し
な
い
」
こ
と
が
取
り
決

　
　
　
　
　
⑪

め
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
ボ
ウ
イ
は
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
成
果
と
し
て
作
成
さ
れ
た
報
告
書
「
連
邦
主
義
に
関
す
る
研
究
」
に
関
し
て
、
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

く
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
よ
り
良
い
選
択
を
行
う
た
め
の
補
助
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
言
及
す
る
な
ど
、
表
向
き
は
ア
メ
リ
カ
が
C
E
C
E
の

活
動
に
直
接
関
与
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
た
。

　
確
か
に
A
C
U
E
自
体
は
C
E
C
E
の
審
議
に
直
接
関
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
研
究
グ
ル
ー
プ
は
、
次
の

二
つ
の
方
法
を
通
じ
て
そ
の
審
議
に
確
実
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
。
第
一
の
方
法
は
、
ボ
ウ
イ
と
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
が
C
E
C
E
の
活
動
に
参

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

加
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
二
人
は
審
議
に
参
加
し
、
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
特
定
の
事
柄
に
つ
い
て
「
賛
成
ま
た
は
反
対
」
意
見
を
述
べ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

ま
た
、
彼
ら
は
ス
ピ
ネ
ッ
リ
と
頻
繁
に
連
絡
を
取
り
合
い
、
彼
が
憲
法
案
の
骨
子
を
示
し
た
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
を
作
成
す
る
手
助
け
を
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

で
、
そ
の
条
約
案
の
起
草
に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
の
方
法
は
、
報
告
書
「
連
邦
主
義
に
関
す
る
研
究
」
を
通
じ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
邦
を
創
出
す
る
上
で
望
ま
し
い
制
度
設
計
を
提
示
す

る
こ
と
だ
っ
た
。
同
報
告
書
が
C
E
C
E
の
審
議
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
重
要
な
事
例
と
し
て
、
以
下
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
｝
に
、
行
政

府
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
ボ
ウ
イ
は
同
報
告
書
の
中
で
、
E
P
C
の
行
政
府
と
し
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
ド
イ
ツ
に
存
在
す
る
内

閣
制
度
は
不
適
切
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
彼
は
、
当
分
の
間
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
模
の
安
定
し
た
政
党
が
誕
生
し
な
い
で

あ
ろ
う
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
内
閣
は
連
立
を
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
「
連
立
内
の
少
数
派
の
要
素
に
翻
弄
」
さ
れ
、
安
定
し
た
行
政
府
と
し
て

機
能
し
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
ま
た
、
大
統
領
を
一
般
投
票
で
選
出
す
る
ア
メ
リ
カ
の
制
度
は
、
結
果
と
し
て
大
統
領
個
人
に
強
力
な
権

限
を
与
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
た
め
、
E
P
C
に
は
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
、
「
最
良
の
指
標
」
と
な
る
の
は
ス
イ
ス
型
だ
と
結
論
づ
け

　
　
⑯

て
い
る
。

　
こ
の
報
告
書
の
影
響
は
、
C
E
C
E
が
採
択
し
た
条
約
案
の
注
釈
の
中
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
E
P
C
の
行
政
府
は
議
会
の

不
信
任
決
議
を
受
け
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
「
ア
メ
リ
カ
大
統
領
制
と
共
通
性
を
有
す
る
」
も
の
の
、
大
統
領
へ
の
権
限
の
集
中
を
國
標
す
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欧州政治共同体条約をめぐるトランスアトランティック・ネットワーク（高津）

る
た
め
に
、
政
府
の
決
定
は
そ
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
共
同
で
行
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
C
E
C
E
が
提
案
す
る
行
政
府
は
ス
イ
ス
型
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
⑰

が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
府
の
メ
ン
バ
ー
は
二
院
制
か
ら
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
議
会
か
ら
選
出
さ
れ
（
第
二
決
議
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

三
条
）
、
各
国
政
府
か
ら
完
全
に
独
立
す
る
と
い
う
規
定
（
第
二
決
議
第
四
条
）
が
採
用
さ
れ
た
。
E
C
S
C
の
執
行
機
関
で
あ
る
高
等
機
関
の

メ
ン
バ
ー
は
各
国
政
府
か
ら
選
出
さ
れ
た
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
政
府
は
各
国
政
府

か
ら
完
全
に
独
立
し
た
メ
ン
バ
ー
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
し
た
こ
の
C
E
C
E
の
見
解
は
、
E
P
C
の
超
国
家
性
を
担
保
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
行
政
府
に
関
す
る
制
度
設
計
に
加
え
、
ア
メ
リ
カ
側
の
見
解
が
C
E
C
E
の
審
議
に
明
白
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
第
二
の
事
例
が
、

　
　
　
　
　
　
　
⑲

上
院
の
構
成
だ
っ
た
。
ボ
ウ
イ
は
報
告
書
の
中
で
、
E
P
C
の
立
法
府
は
二
院
制
議
会
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
、
下
院
は
加
盟
各
国
の
市

民
か
ら
直
接
選
挙
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
る
も
の
と
定
め
、
他
方
で
上
院
に
つ
い
て
は
「
決
定
的
に
重
要
な
問
題
」
と
し
て
解
決
す
べ
き
以
下
の

点
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
上
院
は
「
各
国
議
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
、
自
身
の
見
解
や
所
属
政
党
に
従
っ
て
自
由
に
投
票
を
行
う
代

表
」
か
ら
成
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
各
国
政
府
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
」
、
政
府
の
指
示
に
従
い
投
票
す
る
代
表
か
ら
成
る
の
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
ボ
ウ
イ
は
、
既
存
の
連
邦
国
家
で
採
用
さ
れ
て
い
る
の
が
前
者
で
あ
る
こ
と
、
各
国
政
府
の
指
示
を
受
け
て
投
票
を
行
う
後
者
の
制
度
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

旧
来
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
敵
対
関
係
を
再
現
す
る
こ
と
に
繋
が
り
か
ね
な
い
と
指
摘
し
、
各
国
議
会
か
ら
選
出
さ
れ
る
上
院
を
推
奨
し
て
い
る
。

　
こ
の
ボ
ウ
イ
案
と
は
対
照
的
に
、
C
E
C
E
の
審
議
で
は
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
憲
法
学
教
授
で
あ
る
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
（
国
’
窯
鋤
≦
一
鋤
ω
犀
く
）

が
度
々
、
後
者
の
タ
イ
プ
を
採
用
す
る
よ
う
主
張
し
て
い
た
が
、
こ
れ
を
阻
ん
だ
の
が
ア
メ
リ
カ
側
の
メ
ン
バ
ー
だ
っ
た
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
は
、

自
ら
が
作
成
し
、
C
E
C
E
メ
ン
バ
ー
に
配
布
し
た
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
の
中
で
、
既
存
の
連
邦
国
家
の
経
験
に
鑑
み
れ
ば
、
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
i
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

は
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
加
え
て
、
九
月
二
八
日
で
の
審
議
で
は
ボ
ウ
イ
が
、
ナ
ヴ
ィ
ア
ス
キ
ー
案
は
国
家
問
対
立
を
招

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

き
「
共
同
体
の
精
神
の
破
壊
を
も
た
ら
す
」
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
の
働
き
か
け
の
結
果
、
最
終
的
に
C
E
C
E

は
ボ
ウ
イ
が
報
告
書
の
中
で
推
奨
し
た
よ
う
に
、
上
院
は
「
加
盟
国
の
議
会
に
よ
っ
て
選
出
さ
れ
た
共
同
体
市
民
」
か
ら
成
り
（
第
三
決
議
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

四
条
）
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
は
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
代
表
と
し
て
投
票
を
行
わ
な
い
」
（
第
三
決
議
第
五
条
）
と
い
う
規
定
を
採
用
す
る
に
至
っ
た
。
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以
上
の
よ
う
に
C
E
C
E
は
、
国
家
主
権
の
縮
小
に
つ
い
て
は
「
連
邦
」
と
「
国
家
連
合
」
の
問
で
揺
ら
ぎ
つ
つ
も
、
研
究
グ
ル
ー
プ
か
ら

の
学
術
的
な
支
援
を
受
け
、
そ
の
報
告
書
に
も
と
づ
き
な
が
ら
既
存
の
連
邦
国
家
の
経
験
を
参
照
す
る
こ
と
で
E
P
C
の
制
度
設
計
を
行
っ
て

い
っ
た
。
ス
パ
ー
ク
は
同
報
告
書
に
つ
い
て
、
「
ア
メ
リ
カ
の
友
人
た
ち
の
貢
献
を
表
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
C
E
C
E
の
「
非
常
に
重
要
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

中
核
」
を
成
し
、
「
非
常
に
大
き
な
利
益
」
を
も
た
ら
し
た
と
評
価
し
て
い
る
。
C
E
C
E
で
最
終
的
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
連
邦
主

義
寄
り
の
統
合
構
想
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
側
と
ア
メ
リ
カ
側
の
メ
ン
バ
ー
の
共
同
作
業
の
中
で
再
強
化
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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欧
州
石
炭
鉄
鋼
共
同
体
（
E
C
S
C
＞
に
お
け
る
憲
法
草
案
作
成
へ
f
む
す
び
に
か
え
て
一

欧州政治共同体条約をめぐるトランスアトランティック・ネットワーク（高津）

　
C
E
C
E
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
起
草
の
た
め
の
審
議
を
行
い
、
独
自
の
条
約
案
を
起
草
し
て
い
た
の
と
同
時
期
に
、
E
C
S
C
内
で
は
E
P

C
条
約
の
起
草
を
実
際
に
行
う
ア
ド
ホ
ッ
ク
議
会
と
憲
法
委
員
会
が
設
立
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
組
織
に
対
し
、
C
E
C
E
は
五
人
の
メ

ン
バ
ー
を
送
り
だ
す
こ
と
に
成
功
し
、
中
で
も
ス
パ
ー
ク
は
ア
ド
ホ
ッ
ク
議
会
の
議
長
を
務
め
、
ド
ゥ
ウ
ー
ス
は
憲
法
委
員
会
で
重
要
ポ
ス
ト

を
獲
得
し
た
。
C
E
C
E
は
こ
れ
ら
の
メ
ン
バ
ー
を
通
じ
て
ア
ド
ホ
ッ
ク
議
会
と
憲
法
委
員
会
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
加
え
、
自
ら
の
採
択
し

た
条
約
案
が
こ
の
二
つ
の
組
織
に
受
け
継
が
れ
る
よ
う
、
広
報
活
動
を
積
極
的
に
行
っ
て
い
る
。

　
九
月
三
〇
日
に
行
わ
れ
た
C
E
C
E
の
審
議
で
は
、
自
ら
の
条
約
案
を
い
か
に
し
て
有
効
な
も
の
に
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
熱

心
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
ス
パ
ー
ク
が
、
憲
法
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
選
出
さ
れ
た
ド
ゥ
ウ
ー
ス
を
通
じ
て
、
憲
法
委
員
会
内

で
C
E
C
E
の
条
約
案
を
浸
透
さ
せ
る
と
い
う
「
戦
術
」
を
提
案
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ド
ゥ
ウ
ー
ス
は
、
「
憲
法
委
員
会
は
一
〇
月
二
三
日

に
会
合
を
行
い
、
連
邦
問
題
に
つ
い
て
根
本
的
な
議
論
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
」
こ
と
、
こ
の
審
議
の
直
後
に
C
E
C
E
が
自
ら
の
条
約

案
を
提
出
す
れ
ば
、
よ
り
　
層
効
果
的
に
働
き
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
、
そ
の
た
め
に
も
早
急
に
決
議
文
と
「
連
邦
主
義
に
関
す
る
研

究
」
を
出
版
す
る
よ
う
促
し
て
い
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
ス
パ
ー
ク
は
、
C
E
C
E
の
条
約
案
を
で
き
る
だ
け
早
く
憲
法
委
員
会
に
提
出
せ
ね
ば

な
ら
な
い
こ
と
、
そ
う
す
る
こ
と
で
E
P
C
条
約
を
め
ぐ
る
「
ラ
イ
バ
ル
た
ち
」
の
活
動
を
「
極
め
て
不
調
な
も
の
」
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

と
ド
ゥ
ウ
ー
ス
の
提
案
を
受
け
入
れ
、
早
急
に
出
版
を
行
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

　
そ
の
結
果
、
C
E
C
E
の
決
議
文
は
憲
法
委
員
会
の
審
議
が
行
わ
れ
る
一
〇
月
二
三
日
前
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
二
万
五
千
冊
、
議
事
録
と
「
連

邦
主
義
に
関
す
る
研
究
」
は
そ
れ
ぞ
れ
五
千
冊
出
版
さ
れ
、
憲
法
委
員
会
と
ア
ド
ホ
ッ
ク
議
会
の
メ
ン
バ
ー
に
加
え
、
各
国
の
議
会
、
大
学
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

外
相
た
ち
に
配
布
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
他
方
、
上
述
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
民
主
主
義
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も
ア
ド
ホ
ッ
ク
議
会
と
憲
法
委
員
会
に
は
テ
ト
ジ
ャ
ン
や
フ
ォ
ン
・
プ
レ
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ン
タ
ー
ノ
と
い
っ
た
多
く
の
有
力
メ
ン
バ
ー
を
送
り
だ
し
て
い
る
も
の
の
、
基
礎
資
料
の
提
供
と
い
っ
た
具
体
的
な
形
で
の
関
与
を
行
っ
て
い

た
と
い
う
事
実
は
現
在
の
と
こ
ろ
見
当
た
ら
ず
、
よ
り
具
体
性
を
も
っ
た
提
案
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
C
E
C
E
の
ト
ラ
ン
ス
ア
ト
ラ

ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
一
定
の
役
割
を
果
た
し
、
E
P
C
条
約
の
草
案
作
成
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

ア
メ
リ
カ
に
よ
る
財
政
的
・
学
術
的
な
支
援
を
受
け
た
連
邦
主
義
的
な
統
合
構
想
が
、
同
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
メ
ン
バ
ー
と
広
報
活
動
を
通
じ
て
、

「
最
初
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
憲
法
」
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
今
回
取
り
上
げ
た
ト
ラ
ン
ス
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
役
割
や
、
そ
れ
を
通
じ
た
ア
メ
リ
カ
の
非
公
式
な
統
合
政
策
へ
の
関

与
と
い
っ
た
事
例
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
で
公
式
の
政
府
間
交
渉
に
焦
点
を
当
て
て
き
た
既
存
研
究
で
は
見
落
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
E
P

C
条
約
草
案
起
草
プ
ロ
セ
ス
は
、
各
国
政
府
と
い
っ
た
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
表
の
交
渉
だ
け
で
な
く
、
そ
の
背
後
で
活
動
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教

民
主
主
義
と
C
E
C
E
と
い
う
二
つ
の
非
公
式
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
舞
台
裏
で
の
交
渉
と
相
侯
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
を
総
合

的
に
ま
と
め
る
こ
と
が
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
り
、
別
稿
に
譲
り
た
い
。
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was　recognized　by　the　society．

　　IR　1868　（immediately　after　the　Meiji　government），　the　Katurame　appealed

to　the　Meiji　government　for　the　protection　of　their　activities，　as　they　had

with　the　To｝〈ugawa　government　during　the　early　modern　period．　The　Meiji’

goverRrnent　recognized　their　appeal　once．　But　Gok6norniya　shrine　requested

that　the　Meiji　government　put　a　stop　to　the　Katsureme’s　activities　in　order

to　solve　their　management　issues．　Golc6nomiya　shrine　had　lost　the　assistaRce

of　the　Tokugawa　govemment，　so　they　sought　the　protection　of　the　Meiji

government．　This　request　was　accepted　by　the　Meiji’　government　because　it

was　consistent　with　their　policies　of　eliminating　magical　religious　acts　from

shrines　and　the　court．　As　a　result，　the　Katsurame’s　activities　were　stopped

The1r　activities　had　been　evaluated　as　unsuited　to　the　new　age　by　Meiji

government．

　　However　by　1901，　Gok6nomiya　shrine　had　incorporated　the　beRefits　of

easy　delivery　aRd　the　elimination　of　smallpox，　and　it　was　selling　the　amulets．

Gok6nomiya　was　transformed　into　a　modern　shrine　by　adopting　elements　of

an　early　modern　popular　religioR．

The　Transatlantic　Network　between　the　American　Committee　on

United　Europe　and　the　European　Movement，　Focusing　on　the

Drafting　of　a　Constitution　for　the　European　Political　Community

by

TAKATSU　Tomoko

　　The　aim　of　this　article　is　to　consider　the　formative　period　of　European

integratlon　from　the　close　of　the　Second　World　War　to　the　mid－195es

through　a　clarification　of　the　non－official　process　of　the　drafting　of　the

European　Political　CommuRity　Treaty　（EPC　Treaty）　from　a　transnational

perspective．

　　Previoits　studies　of　the　history　of　European　integration　have　been

criticized　for　strongly　defining　it　in　terms　of　national　histories　centered　on

aR　analysis　of　each　nation’s　government　and　ignoring　the　involvement　in　the

policy　of　integratioR　by　non－state　actors．　ln　contrast，　recent　scholarship　has

tended　to　emphasize　the　important　role　played　in　decision－making　on　the
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po至圭cy　of　integration　by　informal　transnationa韮networks　rather℃han．official

state　actors．　Particularly　董n　lega至studies，　research　o薮　the　various　treaties

during　the　initial　stage　of　European　integrat至on　has　been　conducted　with　the

rising　concern　with　the　orlg量ns　of　transnatlona豆European　豆aw　as　the

backdrop．　As　a　res廷lt，　the　EPC　Treaty，　wh圭ch　had　not　been　sufficiently

studie（i　historica至1y，　has　once　agai聡　ga圭ned　atten重ion　as　Europe’s　first

constitu£ion．　Then，　although　i宅has　been　pointed　out　that　a　neもwork　of

profess圭onals　made　up　of　lawyers　and　legal　scholars　from　Europe　and

Amerlca，　who　had　expert　knowledge　of　the　law，　had　been　illvolved　in

drafting　the　EPC　Treaty，　there　has　not　been　sufficient　substantive　study　of

the　aCtua豆SitUation，

　　This　article　builds　on　this　trend　in　the　research　and　analyzes　the　informal

role　played　by　this　transatlantic　network　in　the　process　of　drafting　the　EPC

Treaty．　The　object　of　consideration　is　the　transatiantlc　network　li難king　two

organizations：the　European　Movemen宅，　an　organization　active　i簸promoti最g

integration，　chlefly　in　Westem恥rope，　and　the　American　Committee　on

Uni亀ed　Europe（ACUE），　which　was　associated　with　the　U．S．　governme職t．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
This　network　established　the　Comit6　d’Etudes　pour　la　Constitution

Europeenne（CECE）in　1952　wi£h　the　goal　of　unofficial　participation　in　the

process　of　drafting　the　EPC　Treaty　u鍛der　the　initiative　of　P．一H．　Spaak，　a

｝eader　of　the　European　Movemen℃．

　　The　ACUE　working　with　the　goal　of　increasing　American　security　and

conscious　of　the　indispensabil董ty　of圭mplementing　supranational　iRtegration

as　a　bulwark　agai熱st　Communism　struggled　to　come　up　with　a　method　to

participate　in重he　policy　of　European　lntegration．　The　me重hod　it　emp至oyed　to

meet毛hose　ends　was　to　provide　financial　aid　to　the　European　Movement，

which　was呈n　dire　financial　stralghts．　ACUE，　by　commissloning　a　group　of

scho｝ars　from　Harvard　Un圭verslty　to　study　a　European　constitution，

supported　the　actlvities　of　CECE，　and　attempted　to　become圭ndirectly

involved至n　the　drafting　of　the　EPC’1’reaty．

　　This　scholarly　assistance　from　the　U．S．　i聡fl穫enced毛he　deliberations　of　the

CECE．　From　the　beginning，　many　of　the　members　of　the　European

Movemen宅who　attended　the　CECE　were　of　the　opinion　that　the　a慧thority

delegated　to　the　EPC　should　be　held　to　a　minimum　in　order　to　preserve

national　sovereignty．　However，　as　the　report　of　the　study　group　was　used　as

a　basis　for　the　deliberations，　the　concep℃ion　of　federa璽ist　圭ntegration

gradually　came　to　be　shared　within　the　CECE．　In　other　words，　the　draft

ultimately　chosen　at　the　CECE　was　the　draft℃hat　had　come　out　of　the　work
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of　the　European　Movement　and　the　group　of　Harvard　scholars．　This　draft

was　employed　as　the　basic　source　in　the　Ad　Hoc　Assemb｝y　and　the

Constitutional　Committee　establlshed　within　the　Common　Assembly　of　the

European　Coal　and　Steel　Community　to　actually　draft　the　EPC　Treaty．

　　Given　the　above，　it　can　be　surmised　that　the　transatlantic　network

established　in　the　CECE　had　a　certain　degree　of　influence　on　the　drafting　of

the　EPC　Treaty．　Through　the　analysis　of　CECE　transatlantic　network

addressed　in　this　article，　1　have　made　clear　an　aspect　of　American

involvement　in　unofficial　policy　on　European　integration．

（　783　）


